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第１章 千葉市農業基本計画の策定にあたって  

１ 策定の趣旨  

本市では、平成２３年度に「千葉市民の食を守り、元気で持続可能な都市農

業を目指して」を基本目標とする「千葉市農業基本計画（平成２３～令和２年

度〔２０１１～２０２０年度〕）（以下、「前計画」とします。）」を策定す

るとともに、これを推進するための「千葉市農業推進行動計画」を平成２４年

度から３年ごとに定め、本市農林業の振興施策を展開してきました。 

また、平成２３年度に前計画を策定して以降、法人参入の加速化や各種の制

度改正、スマート農業技術の進展等、前計画策定当時には想定し得なかった新

たな環境変化に対応する必要があったことから、令和２年度に「千葉市農林業

成長アクションプラン（令和３～令和４年度〔２０２１～２０２２年度〕）」

を策定し、本市農林業の課題に即した新たな振興施策を立案及び実施してきま

した（図１）。 

 

図１「千葉市農業推進行動計画」及び「千葉市農林業成長アクションプラン」との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、２０２０年農林業センサスの結果によると、本市の農業経営

体はこの１０年間で４割強減少しているほか、本市の基幹的農業従事者 

１，２６２人の内訳をみると、６５歳以上が９００人と全体の約７割を占め、

とりわけ７５歳以上が４４１人と全体の約３割強を占めているなど、高齢化が

著しく、このまま施策を講じなければ衰退の一途を辿ってしまうことになりま

す。 
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さらに、国においては、地球温暖化の進展や相次ぐ大規模自然災害を踏まえ

て採択された、温室効果ガスの削減等の地球温暖化対策を定めるパリ協定に対

応するため、２０５０年にカーボンニュートラルを目指すことを宣言していま

す。この中で、農林水産分野においては、令和３年５月に「みどりの食料シス

テム戦略（以下、「本戦略」とします。）」が策定され、カーボンニュートラ

ル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進することが明記されました。 

特に、本戦略の中では、２０３０年までに国の施策の支援対象を持続可能な

食料・農林水産業を行う者に集中させる等の「政策手法のグリーン化」を推進

することが明記されており、本市の農業振興を、本市農業の特性も踏まえなが

ら、本戦略に沿って推進していくことが必要となっています。 

本市が市制を施行してから１００年が経過した中、本市農業を次の世代へと

継承し、発展させるため、国の計画も踏まえつつ、厳しい状況におかれている

本市農業の衰退に歯止めをかけ、抜本的に変革し、成長産業とするための新し

い計画の策定が必要となっています。 

 

２ 計画期間と計画の位置付け  

（１）計画期間  

 前計画は、計画期間を１０年間としていましたが、近年の農業を取り巻く環

境の変化に対して機動的に対応するため、今回策定する千葉市農業基本計画

（以下、「本計画」とします。）の計画期間は、令和１２年度（２０３０年）

における将来展望を見据えつつ、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日

までの５年間（アクションプラン）とします。 

（２）法的な位置付け  

都市農業振興基本法第１０条において、地方公共団体は、国の基本計画を基

本として、当該地方公共団体における都市農業の振興に関する計画を定めるよ

う努めることとされており、本計画は、本市農政に関する基本計画であるとと

もに都市農業振興基本法第１０条に基づく「都市農業の振興に関する計画」を

兼ねるものとします。 
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なお、都市農業振興基本法第２条では、「都市農業」について「市街地及び

その周辺の地域において行われる農業」と定義されています。 

これまでは、市内のほぼ半分を市街化区域が占めていることから、市内全域

で展開される農業を「都市農業」として一体的に捉え、施策を展開してきまし

た。しかしながら、農業経営体の減少と高齢化が進む中、若い担い手の確保・

育成が喫緊の課題となっており、担い手のすそ野を広げる取組を進めていく必

要があります。そこで、将来的な担い手の候補が多くいると思われる都市部に

おいても約２００ｈａの農地がある（Ｐ. １８ 図１１）という千葉市の特性

を踏まえ、市街化区域内で展開される農業を「都市農業」、また市街化区域内

農地を「都市農地」とそれぞれ位置付け、施策を展開していきます。 

都市農業の振興に向けた施策展開の方向性や具体的な施策については、 

第８章にて後述します。 

（３）本市の計画行政における位置付け  

本計画は、本市の計画行政における個別部門計画として、本市の千葉市基本

計画を上位計画とし、そのほかの個別部門計画とも調和・連携するものになり

ます（図２）。 

 

図２ 千葉市基本計画や他の計画との関係 
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第２章 前計画の総括  

本市では、平成２３年３月に、前計画を策定し、「千葉市民の食を守り、元

気で持続可能な都市農業を目指して」を基本目標とし、「新鮮で安全安心な農

畜産物の安定供給」、「安定した農業経営体の育成」、「農村と森林の持つ多

面的機能の活用」を３つの柱として各種施策を展開し、本市の農林業の振興を

図ってきました。また、前計画に掲げた目標の達成に向け、本市が実施しよう

とする施策を市民に明らかにし、その理解と協力の下で着実な推進を図ること

を目的として、３次にわたり、「千葉市農業推進行動計画」を策定し、施策を

実施してきました。 

平成２３年３月に策定した前計画で定めた数値目標に対して、現状は以下の

とおりです（表１）。 

 

表１ 前計画で定めた基本的な数値目標の達成状況 

  

 

 

 

 

 

数値目標については、国の「市町村別生産農業所得統計」が廃止されたため

に算出できなかった年間農業所得を除き、すべての項目で達成することができ

ませんでした。特に、農業生産の根幹的な指標である農家戸数及び農業従事者

数は、達成率が７割強となっており、１０年前に想定していた以上に、減少が

進んでいます。本市の農家は個人経営が大半を占めていることから、高齢化の

進展に伴い営農を継続することができなかったことが主な理由と考えられま

す。もとより、計画策定時点においても、これらの数値は減少することが見込

まれていたことから、これに対応するために必要な施策は実行してきました
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が、計画策定時の想定を上回る速さで減少したため、これまで実施してきた施

策では、数値目標の達成には至りませんでした。今後の本市農業振興の推進に

あたっては、新規就農者の確保や後継者対策、地域で頑張る担い手の支援等の

各種施策について、これまでの施策に捉われず、機動的かつ柔軟な発想で、強

力に農業の振興を図っていかなければ、本市から農業が消滅しかねない危機的

な状況にあります。 
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第３章 本市の農業を取り巻く現状と課題  

１ 近年の農業を取り巻く社会経済情勢や国・県の動向について  

（１）食料・農業・農村基本計画  

国は、将来にわたって国民生活に不可欠な食料を安定的に供給し、食料自給

率の向上と食料安全保障を確立させることを基本的な方針とする「食料・農

業・農村基本計画」を、令和２年３月に策定しました。 

「食料・農業・農村基本計画」では、施策推進の基本的な視点として、消費

者や実需者のニーズに即した施策やスマート農業の加速化と農業のデジタルト

ランスフォーメーションの推進、ＳＤＧｓを契機とした持続可能な取組を後押

しする施策等を掲げ、農業の持続的な発展のため担い手の育成・確保や多様な

人材や主体の活躍等の施策を講じるとともに、新型コロナウイルス感染症をは

じめとする新たな感染症への対応等を行っていく旨が示されています。 

本市の農業振興を推進する上でも、「食料・農業・農村基本計画」に示され

た基本的な視点や講ずべき施策等に沿って、施策展開を行っていく必要があり

ます。 

（２）みどりの食料システム戦略  

２０１５年に、温室効果ガス削減に関する国際的な協定である「パリ協定」

が採択されたほか、２０１８年には、我が国において、気候変動の影響による

被害の回避・軽減対策（適応策）の推進のために、国、地方公共団体、事業

者、国民が担うべき役割を明確にするため、「気候変動適応法」が施行されま

した。さらに、２０２０年には、２０５０年までに温室効果ガスの排出量を実

質ゼロにする「２０５０年カーボンニュートラル」への挑戦を「経済と環境の

好循環」につなげるための産業政策として、「グリーン成長戦略」が策定され

ました。 

農林水産分野においても、令和３年５月、国は「みどりの食料システム戦

略」を新たに策定し、持続可能な食料システムの構築に向けて、調達、生産、

加工・流通、消費の各段階の取組とカーボンニュートラル等の環境負荷軽減の

イノベーションを推進することを示しました。 
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「みどりの食料システム戦略」では、２０５０年までに目指す姿として、農

林水産業のＣＯ２ゼロエミッション化の実現や化学農薬の使用量の５０％低

減、有機農業の取組面積の割合を２５％（１００万 ha）に拡大するなど、これ

までの国の計画にはない新たな取組が提示されています。 

また、戦略的な取組方向として、今後、「政策手法のグリーン化」を推進す

ることが示されました。「政策手法のグリーン化」とは、２０３０年をめどに

施策の支援対象を持続可能な取組を行う者に集中させ、その後、２０４０年を

目途に国の補助事業については、カーボンニュートラルを目指し、環境負荷軽

減メニューを行うことを要件とするものであり、本市の生産現場においても、

現時点から環境負荷低減等の取組に向けて動き出すことにより、国の農政関連

の支援を効果的に活用することが必要です。 

（３）千葉県農林水産業振興計画  

令和４年３月、千葉県は、農林水産業が魅力ある産業に成長することを目指

し、農林漁業者の所得向上と農林山村の活性化に向け、「千葉県農林水産業振

興計画（令和４年～令和７年度〔２０２２年～２０２５年度〕）」を策定しま

した。 

この計画は、千葉県総合計画を上位計画とし、「力強く、未来につなぐ 千

葉の農林水産業」を目標に掲げ、千葉県の農林水産業における１０年後の目指

す姿を示すとともに、その実現に向けた様々な施策が定められています。 

具体的な政策の柱としては、以下のとおりです。 

「Ⅰ 次世代を担う人材の育成・確保」 

「Ⅱ 農林水産業の成長力の強化」 

「Ⅲ 市場動向を捉えた販売力の強化」 

「Ⅳ 地域の特色を生かした農山漁村の活性化」 

「Ⅴ 災害等へ危機管理の強化」 

（４）法改正等の動向について  

ア 都市農業振興基本法  

平成２７年に「都市農業振興基本法」が施行され、それを受け、国は「都市

農業振興基本計画」を策定しました。これにより、市街化区域内農地の位置付
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けが「宅地化すべきもの」から、都市環境を形成する上で「あるべき農地」へ

と大きく見直され、その多様な機能（農産物の供給、防災、景観形成、国土・

環境保全、農作業体験・学習・交流の場の提供、農業に対する理解醸成）を発

揮することが求められています。 

イ 生産緑地法  

「都市農業振興基本計画」が策定され、市街化区域内農地の位置付けが大き

く見直される中、平成２９年に生産緑地法の一部が改正され、生産緑地地区の

面積要件を条例で３００㎡まで引き下げることが可能となりました。これを受

け、本市では、令和元年に生産緑地面積の下限面積を５００㎡から３００㎡に

引き下げる条例改正を行いました。 

ウ 都市農地の貸借の円滑化に関する法律  

街中の農地は、新鮮な地元産野菜の供給だけではなく、農作業体験の場や災

害時の一時避難場所となる等の多様な機能を有しており、農業従事者の減少・

高齢化が進展する中にあっても、これらの機能を引き続き発揮させていくた

め、農地の貸借を円滑化させるための制度が創設されました。 

エ 働き方改革関連法（労働基準法）  

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する

働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方

の実現等を目的とする「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する

法律」が順次施行されています。 

この中で、労働時間に関する制度の見直しが行われており、自動車運転業務

については、２０２４年４月から、時間外労働の上限規制が導入されることと

なっています。 

これにより、遠方から運ばれてくる農畜産物は、今後、首都圏では手に入り

にくくなることも予想されており、今まで以上に、本市を含む首都圏での農畜

産物の生産が重要となります。 
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２ 本市農業の現状と課題  

（１）千葉市の農業の特性  

ア 地勢   

本市は東京湾の湾奥部に面し、千葉県のほぼ中央部、東京都心部から東に 

約４０㎞に位置します。成田国際空港及び木更津市（東京湾アクアラインの接

岸地）からは、それぞれ約３０㎞の距離にあります。また、鉄道や幹線道路の

結節点として、県内の交通の要衝となっており、都心までは鉄道や高速道路を

用いて概ね１時間程度でアクセスでき、神奈川県や埼玉県などを含む首都圏の

大消費地と近接しています（図３）。 

年間平均気温は１７．０℃（令和２年）、年間降水量は１，７９２mm 

（令和２年）で、農作物の栽培に適した温暖な気候となっています。 

 

図３ 千葉市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（

（出所）千葉市基本計画 
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 本市は、市の北部を流れる花見川や勝田川の沿岸、市の東部を流れる鹿島川

の沿岸、また市南部の椎名崎地区等に高い生産性を誇る土地改良事業区域を有

しています。また、市東部の土気地区、泉地区及び誉田地区の畑作地帯等にも

優良農地を有しており、総じて、市の北部や東部に本市の中では大規模な農地

がみられます（図４）。 

一方、市の西部や中央部等では、花見川沿岸に土地改良事業区域を複数有し

ているだけでなく、生産緑地地区を中心とした都市農業が行われており、農地

と市街地が共存しています。 

 

図４ 農地の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（出所）平成２８年都市計画基礎調査 
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イ 区ごとの特性  

区ごとにみると、総農家数は、若葉区（区ごとのシェア３９．５％）、緑区

（同２９．１％）、花見川区（同１７．０％）の順に多く、この３区で全体シ

ェアの８５．６％を占めています（図５）。経営耕地面積（販売農家）、農業

振興地域内の農用地区域面積も同様に、若葉区、緑区、花見川区の順に大き

く、この３区でシェアの９割以上を占めています。このように、本市農家や農

地の多くは、この３区に所在しています。 

一方、生産緑地面積は、花見川区（同２５．２％）、中央区 

（同２２．８％）、稲毛区（同２０．５％）の順に大きく、これらの地域で

は、都市農業が盛んなことがうかがわれます。 

大規模な農業が営まれる若葉区、緑区と都市農業を中心とする中央区、稲毛

区、そして両方の特性を有する花見川区という性質が見られます。 

 

図５ 区ごとの農家数及び農地面積 
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（単位：ha）

田 畑 樹園地

1,652 653 953 46

中央区 58 34 23 1

花見川区 172 36 133 3

稲毛区 26 3 20 3

若葉区 710 325 354 32

緑区 528 231 292 6

美浜区 157 24 132 1

千葉市

　全体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出所）千葉市農政課調べ（令和２年） （出所）千葉市農政課調べ（令和２年） 

＜ 経 営 耕 地 面 積 ＞  

＜ 農 業 振 興 地 域 面 積 ＞  ＜ 生 産 緑 地 地 区 数 ・ 面 積 ＞  

（単位：ha）

うち
農用地区域

13,638 2,087

中央区 474 13

花見川区 1,680 336

稲毛区 315 4

若葉区 6,783 1,011

緑区 4,386 723

美浜区 - -

千葉市

　
　全体

（出所）農林業センサス 

（単位：経営体）

中央区

花見川区

稲毛区

若葉区

緑区

美浜区 3

43

146

35

413

271

千葉市

農業経営体

911

（令和２年・農林水産省） 
（出所）農林業センサス 

（令和２年・農林水産省） 

＜ 農 業 経 営 体 ＞  

419 91

中央区 117 21

花見川区 97 23

稲毛区 72 19

若葉区 64 15

緑区 69 13

美浜区 - -

生産緑地
地区数

（地区）

千葉市

生産緑地
面積

（ha）
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ウ 生産状況  

本市の令和２年の農業産出額（推計値）は８９．３億円で、県内５４市町村

中１５番目の規模です。耕種では、野菜（構成比５２．５％）、 

米（同８．４％）などの割合が多く、畜産では、乳用牛（同１１．４％）、 

鶏（同７．８％）などの割合が多くなっています（図６）。 

千葉市の産出額の構成比を千葉県と比較すると、千葉市が上回っているの

は、野菜（１６．６ポイント）、乳用牛（４．８ポイント）、 

豆類（４．１ポイント）となっています。一方、千葉市が下回っているのは、

米（▲８．２ポイント）、鶏（▲２．３ポイント）となっています。 

野菜の中には、千葉県内でも農業産出額が上位を占める品目も多く、都市部

の近郊農業として野菜をはじめとする多品目型の農業生産が行われていること

や都市近辺でありながら酪農が盛んである一方、稲作が千葉県全体と比較して

少ないこと等が特徴と言えます（表２）。 

 

図６ 千葉市と千葉県の農業産出額（令和２年・推計値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜千葉県＞  

 

  

＜千葉市＞  
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表２ 千葉市の農業産出額の主な品目別金額と県内順位（令和２年・推計値） 

 

本市の農業産出額は、平成１８年の１０９億円から、平成２６年に８３億円

へ減少していますが、令和２年に８９億円へ増加しています（図７）。 

平成１８年と令和２年を比較すると、特に鶏（１４億円→７億円）、乳用牛

（１６億円→１０億円）などが大きく減少しています。 

図７ 千葉市の農業産出額の推移 

 

 

 

 

 

  

農業産出額
（億円）

県内順位
農業産出額
（億円）

県内順位

46.9 8 1.1 17
ねぎ 6.4 9 日本なし 0.6 18
にんじん 4.6 8 くり 0.3 1
ほうれんそう 3.5 8 ぶどう 0.1 10
トマト 3.1 7 1.6 12
いちご 2.7 6 0.1 14
キャベツ 2.2 4
すいか 1.9 8
さといも 1.7 7
だいこん 1.5 12 10.2 10
やまのいも 1.1 6 生乳 8.6 11
レタス 0.9 3 乳牛 1.6 4
はくさい 1.0 1 7.0 13
なす 0.8 9 0.2 26
きゅうり 0.7 15
たまねぎ 0.5 3
ブロッコリー 0.5 2
ピーマン 0.3 4
メロン 0.1 18

5.5 3
7.5 28

県内順位

乳用牛

鶏
肉用牛

果実

いも類
工芸農作物

主な品目（畜産）
農業産出額
（億円）

主な品目（耕種）

野菜

豆類
米

主な品目（耕種）

（出所）「市町村別農業産出額（推計）」 

（令和２年・農林水産省） 
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市内では３０園（令和４年１２月末時点）の観光農園が営まれています。 

総務省家計調査（二人以上の世帯）品目別都道府県庁所在市及び政令指定都

市ランキングによると、イチゴの購入金額・消費量が常に上位（２０１９年～

２０２１年平均では、金額２位、数量５位）となるなど、千葉市民はイチゴを

多く購入していることがわかります。こうした状況も背景に、特にイチゴ観光

農園が若葉区及び緑区を中心に立地しています（図８）。 

 

図８ いちご狩り観光農園・いちご直売農園の位置図（令和４年１２月末時点） 
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総務省家計調査では、イチゴ以外にも、トマト（２０１９年～２０２１年平

均では、金額３位、数量２位）や生鮮野菜（２０１９年～２０２１年平均で

は、金額４位、数量３位）、牛乳（２０１９年～２０２１年平均では、 

金額３位、数量２位）等、農畜産物で全国上位となっているものが多数存在し

ていることから、地元千葉市での農畜産物の消費が活発であり、農畜産物の需

要が旺盛であることがわかります。 

エ 法人の農業参入  

本市農業は、首都圏や地元千葉市といった大消費地へ出荷しやすい環境にあ

り、温暖な気候にも恵まれている上、一定規模の優良農地を有しており、法人

参入の面で高いポテンシャルを有しています。平成２１年の農地法改正によ

り、リース方式による参入が全面自由化されて以降、法人参入が相次いでお

り、令和２年に策定した千葉市農林業成長アクションプランでは、「戦略１ 

農業の成長産業化」の方向性（１）として、「農業への企業参入の促進」を掲

げ、積極的に取り組みました。法人参入件数は、平成２１年の３件から 

令和３年の６０件へ順調に増加しています（図９）。 

 

図９ 市内の農業法人件数 

 

 

 

 

 

 

農業の成長産業化のためには、法人を誘致し、本市農業をけん引してもらう

必要がありますが、一部では、自然災害等により撤退する事例も出てきていま

す。参入した法人が撤退してしまうと、農地や雇用等、地域に与える影響も大

きいことから、参入した法人へのサポートを行うとともに、本市での営農の継

（出所）千葉市農政課調べ 
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続という観点を踏まえると他地域で農業分野に参入し、すでに農業分野で実績

を上げている法人等、本市での営農を続けられる法人を積極的に誘致していく

必要があります。 

オ 農地  

本市において、農業振興を図るべき地域として指定されている農業振興地域

面積は１３，６３８ha（令和３年）となっており、そのうち集団的に存在する

農用地や土地改良事業による生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき

土地として指定されている農用地区域面積は２，０８３ha（同）となっていま

す（図１０）。 

また、都市農業が営まれている市街化区域内の農地面積をみると、 

平成２３年の３０５haから、令和３年には、２０３ha（平成２３年比 

▲３３．４％）に減少しています。内訳は、生産緑地面積が１１２haから 

８９ha（同▲２０．５％）、生産緑地以外の面積が１９３haから 

１１４ha（同▲４０．９％）となっており、一貫して減少傾向となっています

（図１１）。 

耕作放棄地面積については、平成２３年から令和３年にかけて４６８haから

８０６ha（平成２３年比１．７倍）へと増加しており、特に畑の耕作放棄地が

２７１haから５２５ha（同１．９倍）と大きく増えています（図１２）。 

 

図１０ 農業振興地域面積（農用地区域及び農用地区域外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）千葉市農政課調べ 
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図１１ 市街化区域内の農地面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２ 耕作放棄地面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（出所）千葉市農政課調べ 

（出所）荒廃農地の発生・解消状況に関する調査 

（注）数値には、再生利用が困難と見込まれる荒廃農地を含む 
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カ 森林の状況  

本市の森林は４，７４２ha（令和２年）で、市の総面積２７，１７７haに対

する森林率は１７．４％となっており、水源の涵養、土壌の保全、災害防止、

景観形成など多様な機能を発揮し、市にとって貴重な資源となっています。 

森林総面積の推移は、平成２２年の５，０８９haから令和２年の 

４，７４２ha（平成２２年比▲６．８％）へと減少しています（図１３）。 

地域森林計画対象民有林の面積は４，１６５haで、このうち人工林は 

１，８７１ha(構成比４４．９％) 、天然林は１，６８０ha(同４０．３％) で

す。人工林の樹種別構成は、スギ１，６４５ha(同８７．９％) 、マツ１１８

ha(同６．３％) 、ヒノキ９２ha(同４．９％) 、クヌギ１６ha(同０．９％) とな

っており、大部分をスギが占めています。 

 

図１３ 本市の森林総面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

（２）２０２０年農林業センサスから明らかとなった本市農業の  

現状と今後の方向性  

ア 農林業センサスとは  

農林業センサスは国が実施する調査であり、我が国の農林業の生産構造、 

就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握するために、

５年ごとに農林業を営んでいるすべての農家、林家や法人を対象に実施されて

（出所）各年千葉県森林・林業統計書 
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いる調査です。令和３年度に示された２０２０年農林業センサス農林業経営体

調査結果により、本市農業の最新の状況が明らかになりました。 

イ 農業経営体の状況  

令和２年の本市の農業経営体は９１１経営体で、５年前に比べて２１３経営

体（平成２７年比▲１９．０％）減少しており、１５年前からの推移をみて

も、減少に歯止めがかからない状況です。また、農業経営体のうち、個人経営

体は８６７経営体で、５年前と比べ２２３経営体減少した一方、対照的に会社

等の個人経営以外の経営体は４４経営体で１０経営体増加しています 

（図１４）。 

 

図１４ 農業経営体数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 農産物販売規模別にみた農業経営体数  

農産物販売規模別に農業経営体数を見ると、３００万円未満の農業経営体が

最も多く、令和２年では、農業経営体の７割強を占めています。５年前と比較

すると、５００万円未満の農業経営体が２０４経営体減少しているのに対し、

３，０００万円以上の農業経営体では、わずか１経営体の減少となっており、

販売金額が少ないほど、農業経営体数が減少しています（表３）。 

（出所）農林業センサス（令和２年・農林水産省） 
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表３ 農産物販売金額規模別の農業経営体数 

 

 

 

 

エ 経営耕地面積の規模別にみた農業経営体数や経営耕地の集積割合  

経営耕地面積の規模別に農業経営体数を見ると、３ha 未満の層が全体の 

９０％を占めています。この３ha 未満の層は、５年前と比較して、２０．７％

減少しました。 

一方で、５ha 以上の層は、５年前と比較して、１０．３％増加しており、 

経営耕地面積規模の小さな層は減少し、経営耕地面積規模の大きな層で増加が

見られました（表４）。 

 

表４ 経営耕地面積規模別の農業経営体数 

 

 

 

 

 

また、農業経営体の経営耕地面積規模別に経営耕地面積の集積割合をみる

と、５ha 以上の農業経営体が３９．１％となり、５年前と比較し１５．８ポイ

ント上昇しており、３０ha以上を経営する大規模な経営体も現れています。    

これまでも、農地銀行補助制度などの取組により確保した優良農地を担い手

へ集積することを進めており、その結果が表れているものと考えられます 

（表５・図１５）。 

 

 

 

（出所）農林業センサス（令和２年・農林水産省） 

 

（出所）農林業センサス（令和２年・農林水産省） 

50万円未満 50～100 100～500 500～1,000 1,000～3,000 3,000～5,000 5,000～1億 1億円以上 合計
令和２年（Ａ） 362 137 246 76 59 17 11 3 911
平成２７年（Ｂ） 501 141 307 76 67 19 11 2 1124

増減数
（Ａ）－（Ｂ）

▲ 139 ▲ 4 ▲ 61 0 ▲ 8 ▲ 2 0 1 ▲ 213

増減率（％）
（Ａ）／（Ｂ）

▲ 27.7 ▲ 2.8 ▲ 19.9 0.0 ▲ 11.9 ▲ 10.5 0.0 50.0 ▲ 19.0

（農業経営体数）
1ha未満 1～3 3～5 5～10 10～20 20～30 30ha以上 合計

令和２年（Ａ） 441 379 48 23 13 5 2 911
平成２７年（Ｂ） 589 445 51 22 15 2 0 1124

増減数
（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

-148 -66 -3 1 -2 3 2 -213

増減率（％）
（Ｃ）／（Ｂ）

▲ 25.1 ▲ 14.8 ▲ 5.9 4.5 ▲ 13.3 150.0 皆増 ▲ 19.0

構成比（％）
　令和２年 48.4% 41.6% 5.3% 2.5% 1.4% 0.5% 0.2% 100.0%
　平成２７年 52.4% 39.6% 4.5% 2.0% 1.3% 0.2% 0.0% 100.0%
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表５ 経営耕地面積規模別面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５ 経営耕地面積規模別の経営耕地面積集積割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営耕地のある経営体数が５年前に比べて１８．９％減少した一方で、 

経営耕地総面積は、１，６５２haで、５年前に比べ４２ha 増加しました。 

また、農業経営体の１経営体当たりの経営耕地面積は１．８４ha で、５年前

に比べ２６．９％増加し、借入耕地面積も５年前と比べ２６７ha 増加していま

す（表６）。さらに、市内の担い手への農地の集積が順調に推移しており 

（図１６）、意欲ある担い手が農地を借り入れて、規模拡大を図っていること

がわかります。 

 

 

（出所）農林業センサス（令和２年・農林水産省） 

（出所）農林業センサス（令和２年・農林水産省） 

（ha）
1ha未満 1～3 3～5 5～10 10～20 20～30 30ha以上

平成22年 501 1022 208 152 177 22 0

平成27年 333 716 185 143 187 47 0
令和2年 234 601 169 166 154 128 200
増減数
　令和2年‐平成27年 ▲ 99 ▲ 115 ▲ 16 23 ▲ 33 81 200
増減率（％）
　令和2年‐平成27年 ▲ 29.7 ▲ 16.1 ▲ 8.6 16.1 ▲ 17.6 172.3 皆増

構成比 1ha未満 1～3 3～5 5～10 10～20 20～30 30ha以上
　平成22年 24.1% 49.1% 10.0% 7.3% 8.5% 1.1% 0.0%
　平成27年 20.6% 44.5% 11.5% 8.8% 11.6% 2.9% 0.0%
　令和2年 14.2% 36.4% 10.2% 10.0% 9.3% 7.7% 12.1%
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表６ 経営耕地面積の状況 

 

 

 

 

 

 

 

図１６ 担い手（認定農業者等・認定新規就農者）への集積面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

オ 農業経営体におけるデータの活用状況  

スマート農業技術の進展に伴い、２０２０年農林業センサスから調査項目と

なった、データを活用した農業を行っている農業経営体数は１４３経営体で、

農業経営体に占める割合は、１５．７％にとどまり、本市ではデータを活用し

た農業経営はほとんど浸透していないことがわかりました（表７）。 

また、全国平均と比較してみても、本市の農業経営体におけるデータの活用

はやや遅れている状況にあります。 

本市においては、農業生産の省力化、効率化に資するスマート農業技術の普

及が未だ不十分である一方、今後、普及が進むことで更なる経営発展が期待で

きます。 

（出所）農林業センサス（令和２年・農林水産省） 

（出所）千葉市農政課調べ 

借入耕地
のある
経営体数

借入耕地
面積

（経営体） （経営体） （ha） （ha） （ha）

平成22年 1,582 405 2,082 445 1.32

平成27年 1,107 319 1,610 440 1.45

令和2年 897 262 1,652 706 1.84

経営耕地
のある

経営体数

経営耕地
総面積

１経営体
あたりの
経営耕地

面積
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表７ データを活用した農業を行っている農業経営体数 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 基幹的農業従事者の状況  

農業経営体のうち、個人経営体の基幹的農業従事者（１５歳以上の世帯員の

うち、ふだん仕事として主に自営農業に従事している者）は１，２６２人で、

５年前に比べ３３３人減少しました。このうち、６５歳以上は９００人で、そ

の割合は、７１．３％となり、５年前に比べて７．７ポイント上昇しました。 

また、平均年齢は６８．４歳で、５年前と比べて１．４歳上昇しました。 

本市の基幹的農業従事者の実に７割が６５歳以上であり、全体の平均年齢も

上昇していることから、今後も基幹的農業従事者が減少していくことが見込ま

れます（図１７）。 

 

図１７ 基幹的農業従事者数（個人経営体） 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）農林業センサス（令和２年・農林水産省） 

（出所）農林業センサス（令和２年・農林水産省） 

（農業経営体数）

計

データを
取得して活
用
（注１）

データを
取得・記録
して活用
（注２）

データを
取得・分析
して活用
（注３）

総数 911 143 92 46 5 768
構成比 100% 15.7% 10.1% 5.0% 0.5% 84.3%
【参考】全国総数 1,075,705 182,594 108,886 61,751 11,957 893,111
　　　　全国構成比 100% 17.0% 10.1% 5.7% 1.1% 83.0%

合計

データを活用した農業をおこなっている データを活
用した農業
を行ってい
ない

（注１）気象、市況、土壌状態、地図、栽培技術などの経営外部データを農業経営に活用することをいう。

（注２）経営外部データに加え、財務、生産履歴、土壌診断情報などの経営内部データをスマートフォン、

　　　　ＰＣなどの機器に記録して農業経営に活用することをいう。
（注３）上記のデータに加え、センサー、ドローン、カメラなどを用いて、ほ場環境情報や作物の生育状況といった

　　　　データを取得し、分析して農業経営に活用することをいう。
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キ ２０２０年農林業センサスから明らかとなった本市農業の今後の  

方向性  

これまで見てきたとおり、本市では、農業従事者の高齢化もあり、一貫して

農業経営体数が減少していますが、その内訳を見ると、販売金額が少ない農業

経営体が減少していることから、販売力の強化による販売金額が少ない農業経

営体の底上げを図り、その持続性を高めていく取組が求められています。 

また、農地を借り受け、経営耕地面積を広げて規模拡大を図っている農業経

営体が存在するなど、意欲ある担い手が存在していることから、廃業や規模縮

小等によって活用されなくなった農地を意欲ある担い手に集積することで、本

市農業をけん引する農業者を育成していく必要があります。 

なお、これらの施策の実施に当たっては、導入によって農作業の省力化や生

産スキルの継承、収量の平準化が期待できるスマート農業技術を駆使すること

が効果的であると考えられるため、本市としてもスマート農業技術の普及促進

に向けた取り組みも併せて進めます。 
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図１９ ハウス等施設の老朽化（天窓等が破損し、未利用のままとなっています） 

 

第４章 千葉市農政センターのリニューアル  

１ 農政センターの概要とリニューアルに至る背景  

（１）農政センターの概要  

 農政センターは、園芸振興の技術普及拠点として、昭和５３年に開設されま

した。総面積約２４ｈａの中に、ガラス温室２２棟、パイプハウス１５棟など

の栽培施設を有し、「生産技術の指導」「種苗供給」「担い手育成」の役割を

果たすことで本市の農業振興に大きく貢献してきました（図１８）。 

 しかし、開設から約４０年が経過した農政センターの設備は温室等施設の老

朽化が進行するとともに（図１９）、組織的な指導力の低下を現場の農業者か

ら指摘されているなど、その機能発揮は限定的なものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１８ 農政センター 
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（２）リニューアルに至る背景  

近年は、他業種からの参入や、データを活用した農業経営に取り組む担い手

の出現、農業生産現場へのＩＴやＡＩ、ロボット等様々な技術導入が進展して

いるなど、農業を取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、地域農業者からは、農業技師の人手不足による組織的な指導力の低下

に懸念の声がある一方で、企業からは、新技術の実証実験フィールドとしての

活用可能性について評価をいただくなど、そのポテンシャルの高さを改めて認

識したところです。 

このような状況を踏まえ、今後の千葉市農業者の農業経営発展のために農政

センターが果たす役割を検討し、新たな機能を備えた拠点としてのリニューア

ルを行うことにしました。 

 

２ リニューアルプランの概要  

（１）農政センターのミッションの策定  

リニューアル後の農政センターが、千葉市農業に貢献し続ける拠点であるた

めに、その在り方を見直し、農政センターの存在意義や、その活動目的を端的

に分かりやすく表現した「ミッション」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

この「ミッション」には、農政センターが 

・農業生産で困る方のもとにすぐに駆け付け、相談できる存在であること 

・農業生産に必要な技術を活用し、伝えられる人材を育てること 

・農業者だけではなく、消費者、農業販売を行う方、加工を行う方、 

 技術開発に携わる方など、農業分野に関わる全ての方に貢献すること 

という思いが込められています。 

ԃĽĨğĬĿĶ S⁵ķҘTšЉĚĦ 

ĺōĳŞŚ☺ĵĽ⁵ĺᶽᴭĦōĨ! 

↓ŽƵƁ:ĽơƅŹƩƵ 
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（２）リニューアルプランの方向性  

農政センターの役割である「生産技術の指導」「種苗供給」「担い手育成」

について、農業分野における技術革新やグローバル化等の農業情勢の変化とと

もに、本市農業の担い手の高齢化・減少などの課題を踏まえ、「スマート農業

実証フィールド化」「栽培試験・研修の強化」「農業技師の指導力の強化」の

３つの方向性で機能を強化します。 

ア スマート農業実証フィールド化  

（ア）アグリテック企業へのヒアリング 

農政センターの実証実験フィールドとしての 

有用性を把握するため、様々な分野のアグリ 

テック企業計２４社に対して、利用希望等に 

ついてヒアリングを実施したところ、 

約６６％にあたる１６社が利用に積極的 

であることが分かりました（図２０）。 

ヒアリング全体を通して、アグリテック企業は技術開発のための実証実験地

を必要としているだけでなく、千葉市の農家とのコミュニティを形成すること

で、農家の意見やニーズを強く求めていることが明らかになりました。 

（イ）農政センターの役割 

農政センターが有する圃場やハウスなどの栽培施設を実証フィールドとし

て、スマート農業に関する技術を有する企業と、現場の農業者をマッチング

し、真に農業現場で必要とされる最新技術の開発・改良を推進します。 

イ 栽培試験・研修の強化  

（ア）新たな生産モデルの創出 

 施設園芸における燃油使用料の削減や太陽光パネル下での適切な農業生産を

行う営農型太陽光発電等の農業分野でのＳＤＧｓや環境への配慮に対応した技

術実証及び農政センターの本来機能である種苗供給の機能を発展させ、千葉市

民のライフスタイルやニーズをとらえた有望品種の栽培実証、有機農業技術の

検証などにより、新たな生産モデルを創出します。 

 

 

図２０ 農政センターの利用希望 
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（イ）研修事業 

農業技術のみならず、農業経営、販売も含めて実践力を養う１年間の多岐

にわたる研修を通して、千葉市でトマトもしくはイチゴの生産で独立就農

し、自身の収益をしっかり確保できるだけでなく、将来的に地域を牽引でき

る農業者の育成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設園芸における技術実証イメージ 営農型太陽光発電の技術実証イメージ 

市内有望品種の栽培実証イメージ 

農政センターにおける研修風景 
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ウ 農業技師の技術力・指導力の強化  

スマート農業技術を用い、栽培環境や経営状況などの様々なデータを分析、

管理することにより、農業経営に関する各種数値の見える化を促進し、農業者

の迅速かつ効果的な経営判断を支援できるよう、農業指導の担い手である農業

技師の能力向上を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）検討委員会の開催  

本リニューアルプランの策定においては、野菜や米、露地栽培や施設園芸、

有機農業などに携わる様々な地域の農業者や農業法人、県やＪＡなど関係機関

の皆様からご意見をいただく検討会を３回にわたり実施しました。検討会にあ

たっては、農政センターの各種施設の現状の視察や、ワークショップ形式によ

り自由にディスカッションできる会議運営に努め、いただいた意見をプランに

反映させています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

栽培環境データを取得する機器 データイメージ（上）と農業技師による検討風景（下） 

現地視察やワークショップ形式を活用した検討会開催 
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第５章 農業者や市民の意識  

令和元年度から令和４年度にかけて、農業者やアグリテック（農業関連）企

業、市民に対して、本市の農業に関する各種調査を実施しました。 

１ 調査の概要  

（１）生産者向け調査  

市内の農業生産者の現状や課題、農業施策に関するニーズ等を把握するた

め、令和元年７月１日において、千葉市の農家基本台帳に登録されている経営

者及び農地保有者のうち、農業生産の実態及び農地の管理実態があると想定さ

れる３，２２６件に対し、郵送により調査を実施しました（有効回答数９７９

件）。 

ア 今後の千葉市農業の振興施策として、重要なものについて  

今後の千葉市農業の振興施策は、「耕作放棄地の対策（６４．４％）」が最

も多く、以下、「農地の貸借・売買の推進（４９．５％）」、「鳥獣被害対策

（４５．２％）」が続きました（図２１）。 

 

図２１ 千葉市農業の振興施策 
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イ 規模を拡大するために特に必要な市の支援策について  

規模を拡大するために必要な支援策は、「農地の確保（５８．３％）が最も

多く、以下、「補助事業（施設や機械）（２５．０％）」、「資金（融資）

（１６．７％）」が続きました（図２２）。 

 

図２２ 規模拡大に必要な支援策 

 

 

 

 

ウ 農地の貸借・売買の推進について  

農地の貸借・売買の推進は、「貸し出し・売却可能な農地や貸し手、借り手

の情報提供（４８．７％）」が最も多く、以下、「農地の貸借・売買の相談機

会の充実（２７．１％）」、「農地の貸借や売買に伴う協力金の支給 

（１７．０％）」が続きました（図２３）。 

 

図２３ 農地の貸借・売買の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 所有している農地の売却や賃貸をする意向について  

 将来の農地売却・賃貸の意向としては、「将来の売却や賃貸を検討している

農地がある（５５．７％）」、「将来の売却や賃貸は検討していない 

（４４．３％）」となりました（図２４）。 
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図２４ 農地売却・賃貸の意向 

 

 

 

 

 

オ 農業をやめる時期について  

 農業をやめる時期としては、「１０年以上１５年未満（４９．５％）」が最

も多く、以下、「５年以上１０年未満（２６．３％）」、「５年未満 

（１４．７％）」が続きました（図２５）。 

 

図２５ 農業をやめる時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 農業の担い手の確保と育成について  

 農業の担い手の確保と育成は、「農業の担い手となる子弟が農業経営を継ぎ

やすくなる支援（３６．５％）」が最も多く、以下、「農業の担い手として必

要な技術習得のための研修（３４．３％）」、「農業の担い手としての農業法

人誘致を推進すること（３２．３％）」が続きました（図２６）。 
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図２６ 担い手の確保と支援 

 

 

 

 

 

キ 耕作放棄地への対策について  

 耕作放棄地への対策については、「再生した耕作放棄地の貸借・売買を促進

する事業（４８．９％）」が最も多く、以下、「耕作放棄地の再生を代行する

事業（３７．０％）」、「耕うんの代行により、耕作放棄地の発生を未然に防

止する事業（３４．８％）」が続きました（図２７）。 

 

図２７ 耕作放棄地対策 

 

 

 

 

 

 

 

（２）小規模販売農家向け調査  

本市の農業経営の大半を占める小規模販売農家や後継者のいない農家が抱え

る課題を把握するとともに、課題解決に向けた支援策を検討するため、令和元

年６月に訪問調査を実施しました（有効回答数１５２件）。 

ア 今後の千葉市農業の振興施策として、重要なものについて  

今後の千葉市農業の振興施策は、「有害鳥獣対策（２０．３％）」が最も多

く、以下、「農産物価格・資材等への対策（１６．８％）」、「耕作放棄地の

対策（１６．４％）」などが続きました（図２８）。 
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図２８ 今後の千葉市農業の振興施策として、重要なものについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

イ 農地の貸借・売買の推進について  

農地の貸借・売買の推進は、「貸し出し・売却可能な農地や貸し手、借り手

の情報提供（４９．５％）」が最も多く、以下、「農地の貸借・売買の相談機

会の充実（２１．６％）」、「農地の貸借や売買に伴う協力金の支給 

（１１．６％）」が続きました（図２９）。 

 

図２９ 農地の貸借・売買の推進 
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（３）アグリテック（農業関連）企業へのヒアリング  

 千葉市農業において、アグリテック（農業関連）企業がその有する技術をど

のように活用できるかということや千葉市との連携の可能性について、令和２

年６月以降、およそ４０社と意見交換を行いました。 

 大消費地に近接し、施設園芸を中心とした農業が展開されているという千葉

市の特性に注目した意見や、農政センターの強みである行政所有の実証圃を有

している点や地域農業者への影響力に注目した意見があり、農業関連技術の実

証フィールドとして千葉市が持つポテンシャルへの期待が示されました。 

ア 千葉市の特性に注目した意見（抜粋）  

☞ スマート農業について重要なのは、生産から供給まで含めたＤＸ化を 

進めること。その点、千葉市のような都市部と農村部が近く、生産から 

供給までの距離が短い都市農業は、農業のＤＸ化を実証するには良い 

モデルケースになり得る。 

☞ ドローンは園芸作物との相性が良い。農政センターを拠点とした、 

ドローンのシェアリングサービスの展開も期待できる。 

☞ 小規模で手軽に農業を始められることをコンセプトに施設園芸向けの 

スマートシステム開発を進めている。 

☞ アシストスーツ（農作業の負荷を軽減するもの）を新規就農研修の段階 

から試用してもらうことで、健康に作業するための有用なツールである 

ことを発信できると考えている。 

☞ 大消費地が近接しているという千葉市の特性も踏まえ、生産現場だけ 

ではなく、流通分野での効率化の検証も行いたい。 

イ 農政センターの強みに注目した意見（抜粋）  

☞ 生産工程を管理するＩＴツールを用いた経営サポートの普及について、 

農政センターにおける、農業者向け研修などで連携しながら積極的に 

行っていきたい。 

☞ 施設園芸用、水田の水管理用のシステムを開発しており、地域の農業者 

との意見交換が欠かせない。農政センターは地域農業を熟知しており、地 

域の特性にマッチした技術を作り出せるという点で、千葉市の環境は魅力 

的である。 
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☞ 参入企業向け施策と実証用にドローンを飛行できるフィールドがあるの 

は千葉市と農政センターの魅力。 

☞ 地域の耕作放棄地、有害鳥獣被害などの課題に対し、ドローンを用いた 

調査・解析といった研究業務のサポートという側面から連携を取りたい。 

（４）千葉市農業に関する市民アンケート  

本計画を策定するにあたり、市民の消費者としての視点や農業の持つ多様な

機能を市民がどのように活用したいかを把握するため、令和４年５月、アンケ

ートを実施しました。（有効回答数９７６件） 

ア 農畜産物を購入する際に、重視する点について  

農畜産物を購入する際に重視する点については、「価格（７９．２％）」が

最も多く、以下、「鮮度（７４．８％）」、「産地（４１．０％）」が続きま

した（図３０）。 

 

図３０ 農畜産物を購入する際にどのような点を重視するか（最大３つまで選択可） 
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イ オンラインの直売所やネットスーパーの利用について  

農畜産物を購入する際に、オンラインの直売所やネットスーパーを利用した

ことが１回以上ある人は３０．５％、利用したことがない人は６９．５％でし

た（図３１）。また、利用したことがない理由については、「現物を見て買え

ないから（５１．２％）が最も多く、以下、「送料がかかるから 

（３１．４％）」、「直売所やスーパーで購入しているから（２９．８％）」

が続きました（図３２）。 

 

図３１ オンライン直売所やネットスーパーを 

利用したことがあるか 

 

 

 

 

 

図３２ 利用したことがない理由（最大３つまで選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 地産地消（※ ）に対する意識について  

食材を買う際や外食をする際に地産地消を意識しているかについては、「意

識している」と回答した方は５８．７％、「意識していない」と回答した方は 

２１．３％、「どちらとも言えない」と回答した方は２０．０％でした 

（図３３）。 
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図３３ 地産地消（※）に対する意識について 

 

 

 

 

 

 

エ 千葉市内で生産される農産物への購入ニーズについて  

千葉県内で千葉市の生産量が多い１８品目に対する千葉市民の購入ニーズに

ついては、「ネギ」が最も多く、以下、「トマト」、「ニンジン」、 

「イチゴ」、「キャベツ」が続きました（図３４）。 

 

図３４ 千葉市内で生産される農産物への購入ニーズ（いくつでも選択可） 

１位～５位 

 

 

 

６位以降 

 

 

 

 

オ 更に力を入れるべきだと思う事業について  

千葉市が既に行っている事業の内、更に力を入れるべきだと思う事業につい

ては、「千葉市産の農畜産物を購入できるイベントの実施（５２．０％）」、

が最も多く、以下、「地域ブランドの推進（３２．８％）」、「農畜産物や食

に関する情報提供（３２．６％）」が続きました（図３５）。 

 

 

1位 2位 3位 4位 5位

ネギ トマト ニンジン イチゴ キャベツ

（※）地産地消 

地元で生産されたものを地元で消費すること 

6位 7位 8位 9位 10位 11位

キュウリ ホウレンソウ タマネギ ダイコン ブロッコリー ナス

12位 13位 14位 15位 16位 17位 18位

レタス ハクサイ ピーマン スイカ サトイモ メロン ヤマノイモ
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図３５ 更に力を入れるべき事業（最大３つまで選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）市民農園…市民が小面積に区画された農地を利用し、レクリエーションとして 

自家用野菜等を栽培して楽しむ農園 

（※２）農福連携…障害者や高齢者の農業分野での活躍を通じて、自信や生きがいを創出し、 

社会参画を促す取り組み 

カ 自身が住んでいる地域にある農地について  

自身が住んでいる地域にある農地については、「農地として残ってほしい

（５５．８％）」で最も多くなりました（図３６）。 

 

図３６ 自身が住んでいる地域にある農地について 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 農地の活用について  

自宅の周辺に農地が残っている場合、どのように活用したらよいかというこ

とについては、「農産物の生産（６５．７％）」が最も多く、以下、「子ども
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に対する農業体験（４６．３％）」、「市民農園（４４．１％）」が続きまし

た（図３７）。 

 

図３７ 農地の活用について（いくつでも選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）コロナ後を見据えた今後の農業経営に関するヒアリング  

本計画を策定するにあたり、農業現場の意見を反映した計画とするため、令

和４年７月から１０月にかけて、千葉市内の農業者に対するヒアリングを実施

しました（ヒアリング実施数１１０件）。 

ア 新型コロナウイルスの影響について  

新型コロナウイルスの影響については、ほとんどの農業者に影響があり、外

出制限による家庭内消費の増加やイベント等の販売機会の減少等、販売面での

影響が大きいと回答した農業者が多く、現在もその影響が継続している状況で

す（図３８）。 

また、コロナ以前（～2020年）とコロナ以降（2020年～）の農産物の主な

出荷先については、全体的には大きな変化は見られませんでしたが、個別に見

ると直売所等の対面方式からＥＣ（オンライン）等の非接触方式の販売に切り

替えている等、時勢を捉えた販路開拓を行っている農業者がいました 

（図３９）。また、新たな販路の確保の必要性についても半数以上が意識して

いる状況です（図４０）。 
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図３８（１）新型コロナウイルス感染症が流行して間もない頃と 

（２）ヒアリング時点における農業経営への影響について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３９ コロナ以前（～2020年）とコロナ以降（2020年～）の農産物の主な出荷先に 

ついて（上位３カ所を選択） 

 

 

 

 

 

 

 

図４０ 新たな販路の確保の必要性について 
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イ 原油・生産資材価格・物価高騰の影響について  

原油・生産資材価格・物価高騰の影響については、ほとんどすべての経営体

でマイナスの影響が出ている又は今後影響が出てくる可能性がある状況であ

り、大きな経営負担となっていることが窺えます（図４１）。一方で、物価高

騰の終息が見通せないこともあり、自身の農業経営における生産体系の転換の

検討については、約６割が前向きな回答をしています（図４２）。 

 

図４１ 直近の農業経営への影響について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４２ 生産体系の転換（例. たい肥の活用）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 働き手の確保について  

働き手の確保については、約７割の農業者が課題を抱えている状況であり、

課題の内容に着目すると、働き手の集め方や手続きについては概ね理解できて

いるものの、雇用労賃を負担できないことが課題となっています（図４３）。 
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図４３ 働き手を確保するにあたり、課題に感じていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 農業経営の法人化について（家族経営体向け）  

農業経営の法人化については、約８割の農業者が検討していない状況であ

り、主な理由は「小規模経営であること」と「法人化するメリットがわからな

いこと」でした。一方で、法人化を検討している場合でも費用面やメリットが

不透明であると感じている状況です（図４４）。 

 

図４４ 法人化について検討しているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 農業経営の継承について  

農業経営の継承について、後継者がいない又は後継者になり得る者がいても

まだ就農には至っていないと回答した農業者が８割以上いる状況です。また、

「今は農業に就いていないが、いずれ就農する」又は「既に農業に就いている

（兼業含む）」と回答した農業者の内、４割は継承時期が定まっている状況で
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す。さらに、「後継者となり得る者はいるが農業を継ぐかどうかわからない」

又は「後継者がいなくて困っている」と回答した農業者の内、約５割は第三者

継承（※）への抵抗感は感じていないと回答しています（図４５）。 

 

図４５ 後継者（なり得る方も含む）がいるかどうかについて 
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カ スマート農業に関すること  

スマート農業技術の導入については、導入意向がある農業者と導入意向がな

い農業者の割合はほぼ同じでした（図４６）。また、導入にあたっては、導入

時の初期投資が大きな課題であることが分かりました（図４７）。 

 

図４６ スマート農業技術の導入について 

 

 

 

 

 

 

 

図４７ スマート農業技術を導入したくない理由について（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

キ みどりの食料システム戦略について  

みどりの食料システム戦略に関連して、８割強の農業者が持続可能な農業に

関する様々な技術への関心を持っていることが分かりました（図４８）。ま

た、既に自身でそのような技術を取り入れている農業者も一部見られました。 
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図４８ 持続可能な農業という視点で、それぞれ関心が高い、興味がある、取り組んで 

みたいものについて（複数選択可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク その他の項目  

農業経営における相談先の傾向としては、生産・販売・経営を通して農家や

法人同士、ＪＡ（営農指導員）が選ばれていることが分かりました 

（図４９）。 

また、農業者間のコミュニケーションが気軽にとれるようなプラットフォー

ムや、農業者間の交流の場を設けることについては、約８割が必要と回答して

います（図５０）。 

 

図４９ 普段の農業経営の中で、分からないことや困ったことがあった場合の相談先に 

ついて（よく相談をする上位３項目を回答） 
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図５０ 農業者間のコミュニケーションが気軽にとれるようなプラットフォームや、 

農業者間の交流の場を設けることについて 
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第６章 本計画における基本目標と計画体系  

１ 基本目標  

第２章や第３章で見てきたとおり、この１０年間で販売農家の農業従事者が

ほぼ半減したほか、高齢化の進展も著しいことから、今後も減少が見込まれる

状況にあるなど、近い将来、本市から農業が消滅してしまうような危機的な状

況を迎えています。試算では、２０３０年の農業経営者数は５７１人であり、

２０２０年と比較して、約４割減少する見込みであり、特に、７０代以上の農

業者が３２５人、５６．９％を占めるのに対し、４０代以下の青年農業者は、

２１人で全体のわずか３．７％となる見込みです（表８）。本市農業の持続性

を確保するためには、青年農業者の確保は喫緊の課題であり、本市農業の魅力

を高め、本市で就農する若者を増やしていく必要があります。まずは、１０年

後の２０３０年に調査が実施される農林業センサスにおいて、２１人と試算さ

れる青年農業者数を１００人とすることを目指し、強力な施策推進に取り組ん

でいきます。 

 

表８ 本市における農業経営者の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所） 

2005～2015：農林業センサス 

「年齢別農業経営者数 

（販売農家）」 

2020：農林業センサス 

「経営主年齢階層別の経営体数

（総数）」 

2030：千葉市農政部にて試算 
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また、最新の農林業センサス２０２０の結果によると、全国的に、農業経営

体の数は減少しているものの、農産物販売金額規模が３，０００万円以上の層

では農業経営体数が増加していることが明らかになっています。 

 本市においても第３章のとおり、経営耕地面積を広げ、販売金額を拡大する

農業経営体では減少幅が少ない、または、増加傾向にあることがわかっていま

す（図５１）。試算では、２０３０年の販売規模が３，０００万円以上の層

は、２５経営体で全体の４．３％となる見込みであり、販売金額を増やし、農

業経営体の持続可能性を高めることで、農業経営体の減少を食い止める必要が

あります。 

また、販売金額を増やしていくことで、若者に農業が魅力的な職業であると

捉えてもらえるようにする必要があります。まずは、１０年後の２０３０年に

実施される農林業センサスにおいて、全体の４．３％と試算される販売規模が

３，０００万円以上の層を全体の１０％とすることを目指し、強力な施策推進

に取り組んでいきます（表９）。 

 

図５１ 農産物販売金額規模別の農業経営体数（全国（北海道除く）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）農林業センサス（令和２年・農林水産省） 
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表９ 本市における「販売規模別農業者数」の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）2005～2015：農林業センサス「販売規模別農業者数（販売農家）」 

     2020：農林業センサス「販売規模別農業者数( 総数) 」2030：千葉市農政部にて試算 

 

本市は、令和３年１月、市制施行から１００周年の節目を迎え、これから 

新たな１００年を見据えた幕開け期を歩み始めたところです。１００年先の未

来に、本市の農業と食を残していくためにも、これからの最初の５年間でどの

ような農業振興に取り組んでいくのかが重要であることから、本計画では「農

業の持続性を高め、１００年先の未来に農業と食をつなぐ」を基本目標に定め

て施策に取り組んでいきます。 

そのためには、農業が若者に選ばれる職業となるよう、その魅力を高め、長

く農業ができる４０代以下の青年の農業者を増やすことが必要です。 

さらに、農業者が売上３，０００万円以上を達成し農業経営を維持・発展さ

せることで、本市農業の持続性を確保していくことが必要です。 

そこで、「売上３，０００万円以上を目指し、農業が若者に選ばれる職業と

なるよう、農業の魅力を高める」をサブテーマとし、また、２０３０年の目標

として４０代以下の青年農業経営者数を１００人に、３，０００万円以上の 

売上規模層を全体の１０％とすることを目指して、強力に施策に取り組んでい

きます（図５２）。 
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図５２ 千葉市農業基本計画の基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） この経営モデルはイチゴ・トマトにおける施設園芸を参考として、成長産業化 

を踏まえた経営の一つの事例として示したものであり、今後の千葉市の農政施策の 

要件等になるものではありません。 

 

（出所）千葉市農政センターリニューアルプラン 参考資料 

（参考）売上３，０００万円の農業経営モデル 
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２ 施策展開の方向性  

農業基本計画の基本目標である「農業の持続性を高め、１００年先の未来に

農業と食をつなぐ」の実現に向けた３つの施策展開の方向性として、１点目

に、農業者と農地等の生産基盤に関する施策として「農業の担い手を確保・育

成し、農業の持続性を確保する」、２点目に、作る技術と売る技術に関する施

策として「生産力や販売力を強化し、農業を成長産業化させる」、３点目に、

農林業が市民生活に与えるめぐみに関する施策として「農と森林が持つ多様な

機能を保全、活用し、市民に憩いや潤いを与える」を定め、施策を展開するこ

ととします（図５３）。 

（１）農業者と農地等の生産基盤に関する施策展開の方向性  

農業の担い手を確保・育成し、農業の持続性を確保する  

本市農業者の減少に歯止めをかけ、青年農業者を確保することは、本市農業

の持続性を高めていくために、最も効果的と言えます。また、本市農業は、首

都圏や地元千葉市といった大消費地に出荷しやすい環境にあることに加えて、

優良な農地を有していることから、法人の農業分野への参入が相次いでおり、

この動きをさらに促進させていく必要があります。 

施策展開の方向性（１）の「農業の担い手を確保・育成し、農業の持続性を

確保する」では、本市農業の持続性を確保するため、青年農業者や法人等、新

たな担い手の確保や地域の中心的な経営体の育成を目指すとともに、後継者対

策等の家族農業経営の支援を行い、農業の担い手の確保・育成を目指します。 

また、併せて、担い手が効率的な経営を行うことができるよう、農地中間管

理事業等の活用により農地の流動化を促進します。 

（２）作る技術と売る技術に関する施策展開の方向性  

生産力や販売力を強化し、農業を成長産業化させる  

技術の進展が著しいスマート農業技術等の活用や生産した農産物の高付加価

値化等により、生産力・販売力の強化を図り、農業経営体の持続性を確保する

ことで、農業経営体の減少をくい止める必要があります。施策展開の方向性

（２）の「生産力や販売力を強化し、農業を成長産業化させる」では、スマー

ト農業技術等の活用支援や環境負荷軽減に資する農業技術の振興、農業者の技
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術力の向上、生産物の高付加価値化と販売・ＰＲ力の強化等を行い、農業の成

長産業化を図ります。 

（３）農林業が市民生活に与えるめぐみに関する施策展開の方向性  

   農と森林が持つ多様な機能を保全、活用し、市民に憩いや潤いを与える 

市民に身近な市街地で農業が営まれるとともに、豊かな農村・森林を有する

という本市の特徴を踏まえ、施策展開の方向性（３）の「農と森林が持つ多様

な機能を保全、活用し、市民に憩いや潤いを与える」では、本市の農業・農村

と森林が持つ多様な機能の維持増進と積極的な活用を図り、市民の潤い創出や

交流人口の増加など、様々な効果を発揮することを目指します。 

  

図５３ 千葉市農業基本計画の体系 
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第７章 千葉市農業基本計画の施策  

（１）農業者と農地等の生産基盤に関する施策展開の方向性  

農業の担い手を確保・育成し、農業の持続性を確保する  

第６章で示した、本基本計画の基本目標である「２０３０年の４０代以下の

青年農業経営者数を１００人とする」の達成に向け、「施策展開の方向性１ 

農業の担い手を確保・育成し、農業の持続性を確保する」では、「施策１ 新

規就農の確保」、「施策２ 地域の中心的な経営体の育成」、「施策３ 法人

の農業分野への参入促進」、「施策４ 優良な農地の確保と意欲ある担い手へ

の集積」の４つの施策を展開し、農業の担い手の確保・育成と優良な農地の確

保・集積を図ります（図５４）。また、「施策展開の方向性１ 農業の担い手

の確保・育成」の成果指標は、以下のとおりです（表１０）。施策を実行する

ため、個別具体の事業をアクションプランとして施策の下に位置付け、事業を

実施していきます。 

 

図５４ 施策展開の方向性１の体系図  
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表１０ 施策展開の方向性１ 成果指標 

項目 
現状 

（令和３年度） 

目標値 

（令和９年度） 

市の研修制度等を活用した新規就農

者の人数 
１６人 ８０人 

市の研修制度等を活用した新規就農

者のうち４０代以下（令和９年度時

点：４６歳以下）の青年農業者の人

数 

― ５６人 

次世代向け農育講座の参加者の内、

農業を職業として意識している割合 
１５％ ３８％ 

新たに認定された認定農業者の数 ― ２５経営体 

農業継承者経営発展支援事業を活用

し、農業を継承した又は継承後の経

営を発展させた件数 

― １０件 

市内の農業法人件数 ６０件 ８０件 

農業労働力確保支援事業を利用して

農業者が新たに雇用した労働者の延

べ人数 

― ２５人 

担い手への集積面積 ５９６．９３ｈａ ７７６．９３ｈａ 

耕作放棄地対策関連事業の活用に 

よる耕作放棄地の解消面積 
― １５ｈａ 
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施策１ 新規就農の確保  

次代を担う農業者を確保するため、即戦力となる担い手になり得る青年や職

業選択のタイミングを控えた大学生・高校生、将来の農業者になるポテンシャ

ルを有する中学生・小学生の各段階を対象とした体系的な施策を展開するとと

もに、新たに就農を希望する者に対して、より実践的な研修や就農初期に必要

な支援を実施し、スムーズな就農を促進します。 

また、市内外から新規就農する担い手の成長を促すため、必要な各種経営サ

ポートにより、持続的な農業経営が可能となることを見据えた営農を支援しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプラン  

№１ ニューファーマー育成研修（農業経営支援課）【新規】  

地域の担い手となる新規就農者（後継者を含む）を育成するため、現在実施

している「新規就農希望者研修」と「新規就農アドバンス研修」をそれぞれが

持つ利点を踏まえて融合し、生産の基礎から経営的視点の育成までを一貫した

総合的な研修として実施します。 

具体的には、既に営農意欲を持ち、農業を学び始めている４０代以下の青年

を対象に、これまで学んだ農業経営や生産技術をリニューアルされた農政セン

ター内の栽培施設をインキュベーションファームとして模擬的に経営を実践す
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るとともに、技術や経営を軸とした講義による専門知識や農業現場での技術指

導により、営農実践に役立つノウハウを習得します。また、担い手として営農

していくためには、地域の農業者との結びつきも重要であることから、新たに

地域の農業者のもとでの研修も充実させることで、より経営力を有し地域をけ

ん引する農業者としての人材を育成します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 
ニューファーマー 

育成研修修了生 
― ５人／年 ５人／年 

 

№２ 新規就農者向けの補助事業の実施（未来の千葉市農業創造事業）

（農業経営支援課）【新規】  

新規就農時には、知識技術の習得、農地・資機材の確保等、多大な初期投資

が必要なため、就農時に不可欠な経費である、施設・機械等の導入経費等に対

する支援制度を新たに創設します。また、本制度では既存農業者から、農地や

施設・機械等を継承した際に必要な修繕・改修費用についても支援し、就農時

のコストダウンを図ります。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 

未来の千葉市農業 

創造事業の補助件数 

（新規就農者向け） 

― ５件／年 ５件／年 

 

№３ リユース農業施設データ収集提供事業（農業経営支援課、農地活用推

進課）【新規】  

 研修生が就農時に借受可能な温室や農業機械等の情報を事前に収集・ストッ

クする仕組みを新たに構築し、研修生に提供を行うことで、新規就農に係る初

期投資額をなるべく抑え、就農後の安定的な経営に繋がるよう支援します。 
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新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 
情報収集・ 

更新・提供 
制度検討 実施 実施 

 

№４ 学生向けの新規就農施策の実施（農政課）【新規・拡充】  

 令和３年度に実施した若年層と農業者のマッチング事業で得られた成果を基

に、高校生・大学生向けに農業者の元で就農体験し、職業としての農業を知

り、選択肢に加えてもらう機会を創出する「農業インターン」を実施します。 

 また、小・中学生向けに、本格的な農学の講座等を行う「次世代向け農育講

座」や、農政センター、ふるさと農園等における実習等を通じ、農業を子ども

達の身近な体験に落とし込み、「気づきと発見」を与えることで、農業への関

心を高め、将来的な就農につながるきっかけづくりを行います。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 
高校生・大学生向け

事業参加人数 
― １２０人 ２００人 

拡充 
次世代向け農育講座

参加人数 
２０７人 １，５００人 ２，９００人 
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施策２ 地域の中心的な経営体の育成や家族農業経営の支援  

地域の担い手として活躍する認定農業者の育成を引き続き進めるとともに、

令和４年の農業経営基盤強化促進法等の改正により、地域で目指すべき農地利

用の姿を明確化した「地域計画」（法定化された「人・農地プラン」）におい

て、地域の中心となる経営体へと位置づけ、農地の集積を促進します。 

また、地域に根差した次代の担い手となる既存の有望若手農業者等の法人化

等、更なる経営発展を支援します。 

さらに、農業者の高齢化と減少が急速に進行しているため、家族農業経営に

おける後継者支援が急務となっていることから、農業経営の継承に必要な取組

みを支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプラン  

№５ 認定農業者の育成（農地活用推進課、農業経営支援課、農業生産振興

課）【新規・継続】  

地域の担い手として活躍する認定農業者について、若手の農業者を中心に掘り

起しを進めるとともに、経営発展に向けた計画作成支援や講習会の開催を行い

ます。 
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 また、経営規模の拡大を促進するために必要な、機械・施設の導入や改修・

更新に係る経費を導入機械等の規模に応じて支援します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
農業経営改善計画の

達成に向けた支援 
実施 実施 実施 

新規 

未来の千葉市農業 

創造事業の補助件数 

（経営拡大等） 

― １１件／年 １１件／年 

 

№６ 「地域計画」（法定化された「人・農地プラン」）への位置づけ

による担い手への農地集積（農地活用推進課）【拡充】  

 令和４年の農業経営基盤強化促進法等の改正により、「人・農地プラン」が

法定化され、地域での話合いにより地域で目指すべき将来の農地利用の姿を明

確化する「地域計画」を策定することとなりました。「地域計画」を実現すべ

く、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、地域農業の維持・発展に

向け、認定農業者や認定新規就農者を地域の中心となる経営体へと位置づけ、

地域の担い手として農地を集積します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

拡充 
「地域計画」の 

策定と実行 
― 実行 実行 

 

№７ 地域に根差した担い手の経営発展の推進（農業経営支援課、農業生産

振興課）【新規】  

市内で尽力し、地域に根差した担い手として活躍する若手農業者がさらに経営

発展するために必要な機械・施設等の導入支援を行うとともに、法人化を誘導

することで、安定的な経営体となることを推進します。 
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新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 

【再掲】 

未来の千葉市農業 

創造事業の補助件数 

（経営拡大等） 

― １１件 １１件 

 

№８ 農業後継者への発展支援（農業経営支援課、農業生産振興課）【新

規・継続】  

家族農業経営の継承にあたり、スムーズな農業経営の継承に必要な取組や、

農業経営を継承した者がその経営を発展させる取組に対して支援を行うととも

に、必要な機械・施設の導入や、改修・更新に係る経費を導入機械等の規模に

応じて支援します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
農業継承者経営発展

支援事業の支援件数 
― ２件／年 ２件／年 

新規 

【再掲】 

未来の千葉市農業 

創造事業の補助件数 

（経営拡大等） 

― １１件／年 １１件／年 
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施策３ 農業法人の参入促進  

本市は、地元はもとより、首都圏や近隣の大消費地へ農畜産物を出荷しやす

い環境にあり、気候にも恵まれている上、一定規模の優良農地を有していま

す。こうした状況に加え、平成２１年の農地法改正によりリース方式による参

入が全面自由化されて以降、農業法人参入が増加しています。 

農業従事者が減少する一方で、農業法人の参入は増え続けており、本市農業

をけん引する中心的な経営体として顕在化してきている一方、大型台風などに

よる被災により突然、撤退することとなった事例や、コロナ禍での本社業績の

悪化により参入を断念する事例等も散見されることから、地域に定着し調和す

る可能性が高い法人等を中心に、引き続き、農業法人の参入促進につながる各

種支援を行います。 

また、地域に根差した次代の担い手農業者等が経営発展に向けて法人化し成

長することも重要な視点とし、支援を行っていきます。 

農業法人が地域に定着することによって、将来の地域を牽引する経営体とな

り、雇用も創出されるとともに、農地の集積が進むことで有効活用が図られ、

本市農業の活性化に繋がります。 
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アクションプラン  

№９ 新たな誘致戦略に基づく法人誘致の促進（農地活用推進課）  

【拡充・継続】  

本市農業をけん引する意欲ある担い手を確保・育成するため、県外他地域で

展開する有力農業者の参入や、地域に根差した経営発展を目指す次代の担い手

農業者の成長を支援する新たな誘致戦略に基づき、農業法人の参入に係るニー

ズや対応等についてノウハウを蓄積している民間事業者と連携しながら本市へ

の参入や展開を促進します。 

また、農業参入を検討する法人向けのワンストップ窓口を周知するととも

に、金融機関等の関係機関と連携しながら、手続きについてのアドバイスや進

捗フォローを行い、スムーズな参入を支援します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

拡充 
新たな誘致戦略に 

基づく法人誘致 

法人誘致戦略

の決定 

法人誘致戦略

の実施及び 

見直し 

実施 

拡充 
民間事業者と 

連携した誘致活動 
実施 実施・効果検証 実施 

継続 
農業参入 

ワンストップ相談 
実施 実施 実施 

 

№10 農業法人等に対する施設・機械導入費等の支援（農地活用推進課、

企業立地課）【新規・継続】  

本市への農業法人の参入促進と競争力強化を図るため、新たに本市に参入す

る農業法人や本市で営農している担い手農業者が法人化する際に、生産・加工

等に必要な施設・機械設備の導入支援を行います。 

さらに、参入・設立した農業法人が早期に経営を安定するためには、販路確

保が重要であることから、加工・流通等の事業と連携する場合にも、必要な機

械・施設等の導入を支援します。 
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また、農地の賃借料への助成や、固定資産税・都市計画税相当額及び施設・

機械設備の賃料助成を行います。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 

未来の千葉市農業 

創造事業の補助件数 

（法人参入向け） 

― ３件／年 ３件／年 

継続 

「農業法人グループ

参入促進事業」に 

よる農地の賃借料の

助成 

０件／年 １件／年 １件／年 

継続 
「農業法人立地促進

事業」による助成 
３件／年 ２件／年 ２件／年 

 

№11 雇用就農の促進（農業経営支援課）【新規・継続】  

農業法人の参入・設立や農業者の規模拡大に伴い、雇用労働力を確保する必

要性が高まることから、新たに労働者を雇用する農業者に対する支援や法人で

の就農を希望する者を対象にした研修を実施することで、法人の労働力確保を

支援します。また、農業法人が操業時や中長期的な雇用確保のために必要な支

援を行います。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 

農業労働力確保支援

事業を利用して農業

者が新たに雇用した

労働者の人数 

― １５人 ２５人 

継続 
雇用就農希望者等 

研修の実施回数 
９回／年 １０回／年 １０回／年 
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施策４ 優良な農地の確保と意欲ある担い手への集積  

新たに本市に参入する農業法人や規模拡大を目指す農業者等が円滑に優良な

農地を確保し、効率的な経営を行うことができるよう、農地中間管理事業や農

地銀行制度の活用により、農地利用のマッチングを図り、担い手への農地の集

積を促進します。 

また、令和４年の農業経営基盤強化促進法等の改正により、地域で目指すべ

き農地利用の姿を明確化した「地域計画」（法定化された「人・農地プラ

ン」）において、地域の中心となる経営体へと位置づけ、農地の集積を促進し

ます。 

農地情報の管理や把握については、ＤＸ化の観点を踏まえ、衛星情報とＡＩ

を用いたシステムを新たに導入します。 

その上で、農地として活用可能性が高いが、耕作放棄化している農地の発生

防止と解消に向け、耕作放棄地再生費用を助成するとともに、緑肥作物や景観

形成作物の栽培に対する支援を行います。 
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アクションプラン  

№12 農地の流動化の促進と担い手への集積（農地活用推進課）【継続】  

参入する農業法人や担い手農業者がより円滑に農地を確保できるよう、売却

や賃貸意向がある市内の農地情報を収集し、まとまった農地が売却・貸付され

た場合に協力金を支給することで、農地の流動化を促進します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
農地中間管理事業を

活用した貸借面積 

１５４．８ 

ｈａ 

２５４．８ 

ｈａ 

３０４．８ 

ｈａ 

 

№13【再掲№6】「地域計画」（法定化された「人・農地プラン」）への

位置づけによる担い手への農地集積（農地活用推進課）【拡充】 

令和４年の農業経営基盤強化促進法等の改正により、「人・農地プラン」が

法定化され、地域での話合いにより地域で目指すべき将来の農地利用の姿を明

確化する「地域計画」を策定することとなりました。「地域計画」を実現すべ

く、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、地域農業の維持・発展に

向け、認定農業者や認定新規就農者を地域の中心となる経営体へと位置づけ、

地域の担い手として農地を集積します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

拡充 
「地域計画」の 

策定と実行 
― 実行 実行 

 

№14 農地情報管理のＤＸ化（農地活用推進課）【新規】  

農地情報の管理や把握については、ＤＸ化の観点を踏まえ、衛星情報とＡＩ

を用いて、農地の位置情報や耕作放棄地化率をデータ化し、タブレットを用い

た耕作状況の可視化が可能となるシステムを新たに導入します。 
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新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 
農地パトロール 

システムの導入 
― 実施 実施 

新規 農地情報のＤＸ化 検討 実施 実施 

 

№15 耕作放棄地の発生防止と利用促進（農地活用推進課）【継続】  

耕作放棄地の発生防止と解消を進めるため、農業委員会やＪＡ等の関係機関

と連携し、補助制度等の周知を図るとともに、農地と担い手とのマッチングを

促進します。また、耕作放棄地の再生を図るため、再生費用を助成します。 

さらに、耕作放棄地活用検証事業により、耕作放棄地を活用した農業法人等

の参入促進策を検討します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
耕作放棄地を再生す

るための事業の実施 

再生面積 

１．３６ 

ｈａ／年 

再生面積 

３ｈａ／年 

再生面積 

３ｈａ／年 

継続 
耕作放棄地活用検証

事業の実施 
実施 効果検証 実施 

 

№16 景観形成作物の取組支援（農業生産振興課）【継続】  

ハナナ、ヒマワリ、コスモス等の景観形成作物の栽培に取り組む農業者への

種子の配布を行い、耕作放棄地の発生を防止します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 播種面積 ８ｈａ／年 ８ｈａ／年 ８ｈａ／年 

 

 

  



71 

 

（２）作る技術と売る技術に関する施策展開の方向性  

生産力や販売力を強化し、農業を成長産業化させる  

第６章で示した、本基本計画の基本目標である「２０３０年の３，０００万

円以上の売上規模層を全体の１０％とする」の達成に向け、「施策展開の方向

性２ 生産力や販売力を強化し、農業を成長産業化させる」では、「施策１ 

スマート農業技術等の活用支援」、「施策２ 環境負荷軽減に資する農業技術

の振興」、「施策３ 高付加価値化と販売・ＰＲ力の強化」、「施策４ ニー

ズに合わせた個別支援の充実」、「施策５ 災害に強い農林業の実現」、「施

策６ 農業生産基盤の整備」の６つの施策を展開し、農業者の生産力や販売力

を強化し、農業の成長産業化を図るとともに、攻めの農業の展開に施策を集中

します（図５５）。また、「施策展開の方向性２ 生産力や販売力を強化し、

農業を成長産業化させる」の成果指標は、以下のとおりです（表１１）。施策

を実行するため、個別具体の事業をアクションプランとして施策の下に位置付

け、事業を実施していきます。 

 

図５５ 施策展開の方向性２の体系図  
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表１１ 施策展開の方向性２ 成果指標 

項目 
現状 

（令和３年度） 

目標値 

（令和９年度） 

年間売上３，０００万円以上を目指し

て「未来の千葉市農業創造事業」を活

用した農業経営体（農業法人含む） 

― １００件 

スマート農業技術実証の見学者・体

験者数 
６人／年 ６１人／年 

助成・レンタルによる農業機器等導

入者数 
１４人 １０７人 

データを活用した農業を行っている

農業経営体数（※） 

令和２年２月１日 

１４３経営体 

令和７年２月１日 

１６３経営体 

農政センターが実施する環境負荷軽

減に資する技術の地域農業者への普

及件数 

― ２０件 

食のブランド認定品の総売上 ― １億円 

６次産業化支援事業による商品開発件

数 
３件 ２８件 

地産地消を意識する市民の割合 ５９％ ６７％ 

耕畜連携に係る検討会の実施回数 ― ３回／年 

森林等の安全対策の実施面積 ４．０４ｈａ ２２．８ｈａ 

北総中央用水の利用面積 ２．１ｈａ １０ｈａ 

緑農住区開発土地基盤整備事業実施率 ６１％ ９２％ 

 （※）農林業センサスのデータを用いるため、農林業センサス実施年である 

令和２年２月及び令和７年２月時点の数値を用いる。 
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施策１ スマート農業技術等の活用支援  

少子高齢化の急速な進行に伴い、労働力人口の減少や国内需要の縮小による

中長期的な経済成長の阻害が懸念される中、こうした課題を解決するため、ロ

ボット技術やＡＩ、人工衛星を活用したリモートセンシング技術、クラウドシ

ステムを始めとするＩＣＴなど、新技術の活用が様々な産業で進展しており、

農業分野においても、このような技術を活用したスマート農業が推進されてい

ます。 

農業分野の担い手不足や高齢化による生産力の低下、経験に頼った栽培技術

の継承などの課題を解決する手段として、農作業における省力化や効率化、技

術の継承に資するスマート農業技術の普及を図るとともに、それらを導入する

際に助成を行うなどの支援を行います。 

また、スマート農業技術の普及に向けて、技術の内容を知り、適切に活用す

ることが重要であることから、職員（農業技師）が営農指導の中で技術につい

て現場に伝えられる「翻訳者」となるよう、その技術指導力を強化し、栽培等

に関するデータを活用した営農指導を進めることで、地域農業者への展開に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

アクションプラン  

№17 スマート農業の地域の農業者への展開（農業生産振興課）【拡充】  

農政センターに設置されているほ場や施設園芸用のハウスなどを技術実証の

ためのフィールドとして有効活用し、スマート農業技術を有するアグリテック

企業と、現場の課題解決を望む農業者をマッチングすることで、真に農業現場

で必要とされるスマート農業技術の実証を行う場を構築するとともに、農業者

に新技術を身近に体験できる機会を創出します。 
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また、これまで、職員（農業技師）が実施してきた営農指導においては、ス

マート農業技術において取得されるデータの見方や活用、分析等のマニュアル

化がなされていなかったことから、職員自身がデータの意義や活用方法を習得

し、農業者に伝達できる「翻訳者」になるとともに、産地としてデータを活用

した農業を推進できるよう、職員（農業技師）のスマート農業技術に関する知

識や技術を養成するとともに、営農指導の基軸となる「本市が目指す農業経営

指標（営農のマニュアル）」を作成した上で営農指導を行います。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

拡充 技術実証回数 ２回 ３９回 ６１回 

拡充 
営農指導を通じた 

実証技術体験者数 
６人／年 ６１人／年 ６１人／年 

 

№18 スマート農業機器、機械の整備助成及びレンタル対応の検討（農業

生産振興課）【新規】 

市内の農業の担い手へのスマート農業技術の導入を円滑に進めるため、その

導入に要する経費に対して助成します（未来の千葉市農業創造事業）。また、

様々な機器や技術があり、それぞれの生産者が自らの経営に適切な技術を選択

する機会を提供するため、本格的な導入前にレンタルをして実際に体験できる

よう、農政センターで所有している機器や民間企業等との連携によるレンタル

サービスの実施について検討します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 

【再掲】 

未来の千葉市農業 

創造事業の補助件数 

（経営拡大等） 

― １１件／年 １１件／年 

新規 
レンタルを通じた農

業機器等導入者数 
― ６人／年 ６人／年 
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事例１ スマート農業等を活用してイチゴ観光農園を営む新規就農者 

（Y’S Agri 合同会社） 

千葉市若葉区御殿町で観光農園を営む「Y’S Agri 合同会社」は、ワクワクする農業

を展開していくことを事業目標に定め、①グローカルな農業、②新しく賢い農業の推

進、③食育・農業普及の３つを掲げ、２０２０年に営農を開始しました。 

営農に当たっては、詳細な環境データを取得できる自動環境制御装置を設置すると

ともに、自動・遠隔で動かせる設備を導入し、未経験者でも理論に則った栽培を行う

ことができる最新のスマート農業機器を活用し、いちごの生産量の全国平均が 

３，１７０ｋｇ／１０a（令和２年産野菜生産出荷統計より）であるところ、作付けが

遅れたにも関わらず営農初年度から全国平均を大きく上回る４，３４９ｋｇ／１０a

を達成しました。 

こうしたスマート農業を活用した取組みや経営理念等を基にした、新たなビジネス

プランが評価され、２０２１年３月３０日、第１９回ベンチャー・カップＣＨＩＢＡ

ビジネスプラン発表会で、アグリビジネス賞を受賞しています。 

このほか、販売面においては、ショッピングモールでの出張販売に取り組んでいる

ほか、インターネット情報サイトのいちご狩り特集では千葉県第１位のアクセスを記

録する等、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）等も有効に活用しな

がら積極的に販路拡大に取り組んでいます。 

新規就農直後から、スマート農業技術を活用して高い生産性を確保するとともに、

ＳＮＳ等を活用した販路拡大を行いながら、経営発展を続けています。 

  

引用：Google ストリートビュー 
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施策２ 環境負荷軽減に資する農業技術の振興  

農林水産業のＣＯ２ゼロエミッション化の実現等、「みどりの食料システム

戦略」で示す２０５０年までに目指す姿に対して、本市農業の特性を踏まえつ

つ、その実現に寄与し、国が示した「政策手法のグリーン化」に、現時点から

対応していくため、施設園芸における燃油削減技術の実証に取り組むほか、営

農型太陽光発電設備下での農業生産性の向上を図るための研究や、有機農業の

地域の農業者への普及を目指し、栽培実証など研究を行うことで、環境負荷軽

減と農業生産性の向上をイノベーションにより両立する農業技術の振興に取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプラン  

№19 施設園芸における燃油使用量削減の実証実験の実施（農業生産振興

課）【新規】  

本市で盛んな施設園芸における加温については、重油暖房機の利用が一般的

であることから、燃油使用量の削減を生産性の向上と両立しながら達成できる

栽培体系の確立に向け、農政センター内に新たな施設園芸設備を設立し、「オ

ール電化加温」と、現場でも普及しやすい電化と燃油暖房を併用する「ハイブ

リッド加温」による、燃油削減技術の実証実験を行うとともに、そこで得られ

た成果をマニュアル化し、講習会などを通じて、市内農業者への技術普及を図

るとともに、「千葉市モデル」として全国的に発信します。 
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また、市内農業者への技術普及にあたっては、燃油削減技術の導入に必要な

機器の導入に係る経費を助成します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 

実証実験における 

化石燃料などの 

使用量の低減割合 

― ４０％ ６０％ 

新規 

燃油削減技術に関す

る市内農業者への 

講習会の開催数 

― ３回 ５回 

新規 
燃油削減技術 

導入件数 
― １５件 ２０件 

 

№20 営農型太陽光発電における農業生産技術の研究（農業生産振興課）

【新規】  

再生可能エネルギーと農業生産力の両立が可能となる営農型太陽光発電につ

いては、遮光下において効率的に農業生産を行うことが重要であることから、

太陽光パネル下でも収量や品質の確保が可能な品目やその生産技術について、

市内の先進事業者とともに検証します。 

また、圃場で発電された電力については、施設園芸等で必要なエネルギーと

して活用することも有効であり、農政センター内の施設において活用を行える

かも検討していきます。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 

地域の平均収量の 

８割以上を確保した

品目数 

― １品目 ２品目 
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№21 環境と調和した農業の推進（農業生産振興課）【新規・拡充・継

続】  

環境負荷の軽減に配慮し、資材高騰下においてもコストを削減し、安定生産

できる持続的な農業を推進するため、農業の持つ物質循環機能を活かした土づ

くり等に資する緑肥作物の種子購入を支援するほか、耕畜連携による堆肥の施

用等を通じた土づくりや、化学肥料・化学合成農薬の使用低減促進のため、土

壌診断による施肥設計の作成支援を行います。また、国の環境保全型農業直接

支払交付金の活用や勉強会の開催を通じて、有機農業等に取り組む農業者に対

する支援を行うとともに、農政センター内に有機圃場を設置し、営農指導に結

び付けられるよう生産実証を行います。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 緑肥作物の播種面積 ３３ｈａ／年 ３５ｈａ／年 ３６ｈａ／年 

拡充 土壌診断件数 
１，０００ 

件／年 

１，２００ 

件／年 

１，２００ 

件／年 

新規 
有機農業に関する 

勉強会開催数 
― ３回 ５回 

新規 

農政センターで 

有機栽培技術を 

検証した品目数 

― ２品目 ３品目 
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事例２ 営農型太陽光発電に取り組む農業法人 

（千葉エコ・エネルギー株式会社、株式会社つなぐファーム） 

「千葉エコ・エネルギー株式会社」は千葉大学発の環境・エネルギー系ベンチャー企

業であり、営農型太陽光発電に取り組み、農林水産省の優良事例としても紹介されて

います。 

グループ会社である株式会社つなぐファームは、２０１８年２月に『農地・ひと・

地域を次の世代につなぐ』をコンセプトに設立し、千葉エコ・エネルギーと共に千葉

市緑区大木戸町を中心とした農業生産と発電事業に取り組み、約２．５ｈａ規模の農

地を経営しています。 

大木戸町内においては、２０１９年９月から清水建設株式会社との営農型太陽光発

電の共同事業も開始しており、当該事業では清水建設が発電事業者、つなぐファーム

が営農を行い、千葉エコ・エネルギーが事業全体のコーディネート及びアグリマネジ

メントを担当しています。 

 現在は、営農型太陽光発電の圃場において、ナス、サツマイモ、ショウガ、ラッカ

セイ、イチジク、白菜やキャベツ、ジャガイモ、サトイモなど多くの作物を栽培し、

市内直売所等での販売や飲食店への出荷にも力を入れ、地産地消にも貢献していま

す。最近では、緑区土気町の伝統野菜である「土気からし菜」の栽培にも尽力してお

り、最新技術と伝統を融合した取組も行っています。また、千葉エコ・エネルギーが

運営する営農型太陽光発電設備「千葉市大木戸アグリ・エナジー１号機」は 

約２，８００枚の太陽光パネルで発電し、その電力は年間２００世帯分に相当し、 

年間２，０００万円の売上に達します。 

農地の地上部分を有効活用し、太陽光発電も同時に実施することで、農業生産と再

生可能エネルギー活用の両立を図る営農型太陽光発電は、燃油や電力価格の高騰が顕

在化している現在、ＳＤＧｓの観点からも注目される技術であり、「千葉エコ・エネ

ルギー㈱」及び「㈱つなぐファーム」は千葉市からその可能性を示す、未来につなが

る農業経営体と言えます。 
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施策３ 高付加価値化と販売・ＰＲ力の強化  

農業者や食品関連事業者の販売力向上及び経営の持続性を確保するため、千

葉市産農畜産物や加工品の高付加価値化及び農業者や食品関連事業者の競争力

を高めるとともに、多様な販路の開拓や確保に取組み、本市産品が、本市のみ

ならず首都圏から積極的に選ばれ、購入されるよう支援します。 

また、地産地消の推進により、市民の皆さんに本市の農畜産物を知って食し

ていただくことに努めるとともに、域内流通の確立による輸送距離の短縮や共

同配送での輸送効率化により、環境負荷低減及びコスト削減を図ることで、地

域経済の持続的な発展に取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプラン  

№22 食のブランド化推進（農政課）【拡充】  

 食のブランド「千」は、「千葉市の食を千年先へ」をブランドコンセプトと

して、令和２年度に立ち上げた制度です。 

市内の農産物・加工食品・食関連サービスと千葉市の食全般を対象にし、優

れた地域産品であると同時に、社会課題の解決に取り組む生産者・事業者のつ

くる商品・サービスを認定することで、市内外に向けて、市民が誇れる千葉市

の「食」のブランド確立を目指しています。 

食のブランド「千」は、「社会課題への対応」や「持続可能な地域経済への

貢献」等、ＳＤＧs の視点を取り入れていることが特徴です。この食のブラン
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ド「千」により、市内農畜産物を始めとする市内産品やサービスの高付加価値

化を支援するとともに、首都圏に向けたプロモーションを強化し、ブランド化

及び販路拡大を図ります。 

このようにして、認定品の収益向上及びブランドの定着化を図ることで、

「千」認定事業者間の連携のもと、行政主導ではなく、事業者が主体となった

ブランドの持続化・発展を目指します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

拡充 
食のブランド「千」

認定件数 
１９件 １００件 ２００件 

拡充 
食のブランド 

「千」の認知度 
― 

令和４年度比 

３％増 

令和４年度比 

５％増 

拡充 認定品の総売上額 ― 
５，０００ 

万円 
１億円 

 

№23 経営能力・販路拡大に対する支援（農政課、農業経営支援課）【新

規・拡充・継続】  

 市内農業や食品関連産業の競争力強化を図り、売上向上を目指すとともに、

食のブランド「千」認定品創出へとつなげ、市内事業者の所得向上及び経営の

持続性を確保し、商品力や販売力の強化に資する情報の提供を行います。 

また、経営技術、販売・加工などをテーマとする講座の開催、事業者への個

別支援、商品開発経費に対する助成等を行い、経営能力の向上を支援します。 

さらに、新たな食品提供手段として成長を続けるＥＣサービスを活用し、生

産者と消費者（市民、域外の住民、飲食店等）を結ぶ取り組みを促進し、販路

の拡大を支援します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 

認定農業者や 

農業後継者等の 

経営能力・販路拡大 

１回／年 １回／年 １回／年 
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に関する講習会 

新規 個別支援件数 ― ６０件 １００件 

新規 

個別支援を行った 

商品の「千」への 

認定件数 

― １２件 ２０件 

拡充 

６次産業化支援 

事業による 

商品開発件数 

３件 １８件 ２８件 

 

№24 「千葉市つくたべ」の啓発・推進（農政課）【拡充】  

地産地消の意識を醸成し、市内での消費を拡大することで、域内での短距離

輸送の実現や共同配送の確立による流通コストの削減及び燃料使用量や二酸化

炭素排出量削減を通じた環境負荷の低減を図ります。特に、若葉区や緑区とい

った農業が盛んな地域と美浜区などの消費者が多く生活する地域を農畜産物で

結びつけることを意識し、域内での持続的な経済循環を通じて、生産者の売上

向上及び経営の安定化や発展を確保するため、「千葉市つくたべ」ホームペー

ジ、ＳＮＳ、イベント開催等による情報発信を強化し、市内産品の認知拡大を

図ります。 

また、生産者と飲食店、小売店、流通事業者等の事業者間マッチングの促進

により、消費者が多い美浜区など市内での販路拡大や、市内産品の購入機会創

出を支援します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

拡充 
地産地消を意識する

市民の割合 
５９％ ６５％ ６７％ 

拡充 
千葉市つくたべ推進

店登録店数 
４９件 ６０件 ６５件 

拡充 
地産地消イベント 

開催数 
１０回／年 ２０回／年 ２０回／年 
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施策４ ニーズに合わせた個別支援の充実  

意欲ある担い手に対し、農業用機械施設の整備のほか、施設の改修や農業機

械の更新等に対する助成を行い生産者の経営安定や発展を支援するとともに、

職員（農業技師や専門技術員）による技術指導や相談対応等を実施し、きめ細

やかな支援を行います。また、酪農をはじめとする市内の畜産農家への経営環

境向上に向けた支援や野菜の価格安定対策を推進するとともに、農業経営のセ

ーフティネット対策を措置します。 
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アクションプラン  

№25 施設の改修・農業機械の更新等に対する支援（農業生産振興課）

【新規】  

市内農業の担い手となる認定農業者や農業法人、農業後継者など幅広い農業

経営の経営維持・発展を支えるため、農業用機械施設の整備のほか、施設の改

修や農業機械の更新、スマート農業機器の導入、資材の購入に対する支援を行

います（未来の千葉市農業創造事業）。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 

【再掲】 

未来の千葉市農業 

創造事業の助成件数 

（経営拡大等） 

― １１件／年 １１件／年 

 

№26 【再掲（№11）】雇用就農の促進（農業経営支援課）【新規・継

続】  

農業法人の参入・設立や農業者の規模拡大に伴い、雇用労働力を確保する必

要性が高まることから、新たに労働者を雇用する農業者に対する支援や法人で

の就農を希望する者を対象にした研修を実施することで、法人の労働力確保を

支援します。また、農業法人が操業時や中長期的な雇用確保のために必要な支

援を行います。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 

農業労働力確保支援

事業を利用して農業

者が新たに雇用した

労働者の人数 

― １５人 ２５人 

継続 
雇用就農希望者等研

修の実施回数 
９回／年 １０回／年 １０回／年 



85 

 

№27 データ活用を通じた農業者への営農指導の実施（農業生産振興課）

【拡充】  

農業者が直面している課題を解決し、生産性の高い農業経営を確立するた

め、生産や経営に係る各種データを活用した技術指導ができる職員（農業技

師）を育成し、農政センターを拠点として、職員（農業技師）が各品目の課題

解決に向け目的をもって市内農業者を巡回し、支援ニーズのヒアリングを行う

とともに、農業者が直面している課題解決の支援や各種情報提供を行います。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

拡充 
農家向けデータ活用

勉強会の開催数 
― ４回／年 ６回／年 

 

№28 種苗供給による安定生産支援（農業生産支援課）【継続】  

 千葉市での農業経営に適しており、消費動向を踏まえた農産物の優良種苗の

供給を行い、農業者の生産性の向上を支援します。また、農政センターリニュ

ーアルプランで示された需要供給ＧＡＰや栄養充足率といった観点から有望な

品目を研究する。 

 

№29 畜産の経営環境向上支援と飼料自給の在り方検討（農業生産振興

課）【新規・継続】  

 施設整備や機械購入に要する費用を助成し、畜産農家の経営を支援します。

また、本市農業の特徴の一つである酪農振興を図るため、優良後継牛の確保支

援を行い、生乳の生産性向上を図ります。さらに、鳥インフルエンザや豚熱な

ど家畜伝染病発生予防のため、予防接種や衛生資材の購入などに係る費用を助

成します。 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
種苗供給による 

安定生産支援 
実施 実施 実施 
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緊張状態が続く世界情勢の影響を受け、輸入飼料価格が高騰していることか

ら、市内での飼料自給に向けて、休耕している農地を活用し、飼料作物を生産

することについて、畜産農家や耕種農家、各関係機関が連携し、実施に向けて

検討する場の構築を検討します。 

 

 

№30 農業経営のセーフティネット対策（農業経営支援課、農業生産振興

課）【継続】  

 生産者の経営安定と生産意欲の向上、農産物の安定供給を図るため、野菜価

格が低落した場合に補償金を交付します。また、自然災害による収量減少や価

格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償する

収入保険への加入や農業共済への加入を促進します。 

 

 

  

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
施設整備や機械購入

に対する支援 
実施 実施 実施 

継続 

家畜伝染病発生 

予防のための 

費用助成割合 

１００％ １００％ １００％ 

新規 
耕畜連携に係る 

検討会の実施 
― ２回／年 ３回／年 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 

野菜価格安定対策及

び経営所得安定対策

の実施 

実施 実施 実施 
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施策５ 災害に強い農林業の実現  

令和元年９月９日に千葉市付近に上陸した台風１５号の影響で、県内では最

大約６４万軒（市内最大約１０万軒）が停電したほか、千葉市では最大瞬間風

速が観測史上第１位となる５７．５ｍを記録し、倒木による長期間の停電の発

生や断水、通信障害など、市民生活や産業活動の多方面に大きな被害が生じる

災害となりました。これを受け、台風をはじめとする暴風雨や洪水、地震、こ

れらに伴う停電など、災害への対策に取り組み、災害に強い農林業の実現を目

指します。 

具体的には、農業者が災害に備えた被害防止に係る技術的対策等に関する情

報や経営者として、どのように自己防衛していくのかについて情報提供を行っ

ていきます。災害時においては、被害状況を速やかに把握するための体制を整

備し、速やかな支援に繋がるように努めます。 

また、土地改良区や水利組合において管理している農業用施設が被災して機

能を果たせなくなった場合には、営農に支障を与えるだけでなく、農道の通行

止めや水路の溢れなど周辺地域の生活に重大な事態を生じさせる恐れがありま

す。そのような事態を最小限に防ぐため、各団体が被災後の事業継続を想定し

たチェックリストを作成し、自然災害等のリスクに備える体制を支援します。 
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アクションプラン  

№31 農業者や土地改良区等の災害に備えたＢＣＰの推進及び被害状況

把握体制の整備（農政課、農業生産振興課）【新規・継続】  

災害に備えた栽培管理等の事前対策や、農業経営を継続するための技術情報

を農業者に速やかに周知するとともに、被害発生の恐れのある地区の巡回を行

います。また、災害発生時に被害状況を速やかに把握するための体制を整備し

ます。 

土地改良区等における被災後の事業継続を想定したチェックリストを作成

し、周知することで自然災害等のリスクに備える体制の整備を支援します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 

災害に備えたＢＣＰ

の推進及び被害状

況把握体制の整備  

実施 実施 実施 

新規 

自然災害等のリスク

に備えるためのチェ

ックリストの作成 

― 実施 実施 

 

№32【再掲（№30）】農業経営のセーフティネット対策（農業経営支援

課、農業生産振興課）【継続】  

生産者の経営安定と生産意欲の向上、農産物の安定供給を図るため、野菜価

格が低落した場合に補償金を交付します。また、自然災害による収量減少や価

格低下をはじめ、農業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償する

収入保険への加入や農業共済への加入を促進します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 

野菜価格安定対策及

び経営所得安定対策

の実施 

実施 実施 実施 
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№33 災害時貸出用発電機の管理（農業生産振興課）【継続】 

台風や地震等に伴う停電による被害の発生防止のため、農政センター内に設

置した貸出用発電機を適切に維持管理します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
災害時貸出用発電機

の維持・管理 
実施 実施 実施 

 

№34 森林等の安全対策（農業経営支援課）【継続】  

暴風雨に伴う倒木による交通の遮断や送電線の破損の未然防止及び被災した

森林の復旧について、森林環境譲与税を活用し、森林の適切な整備を推進しま

す。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 森林等の安全対策 ４．０４ｈａ １６．８ｈａ ２２．８ｈａ 
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施策６ 農業生産基盤整備  

農業生産の基盤となる農業用用排水路及び農道舗装の整備を行い、農地の保

全と安定的な農業生産の維持を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプラン  

№35 農業用用排水対策事業の実施（農業生産振興課、農政課）【継続】  

北総中央用水の利活用及び推進を実施するとともに、土地改良区等に対する

井戸揚水機の電気料補助を実施します。 

 

新・拡・

継 

取組・目標 令和３年度

末 

令和７年度

末 
令和９年度末 

継続 
北総中央用水の 

利用面積 
２．１ｈａ ６．０ｈａ １０．０ｈａ 

継続 電気料補助 実施 実施 実施 

 

№36 農道舗装整備の推進（農政課）【継続】  

千葉市公共施設等個別施設計画である千葉市農道維持管理計画を着実に実施

するとともに、緑農住区開発関連土地基盤整備事業による道路整備を実施しま

す。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
緑農住区開発土地基

盤整備事業実施率 
６１％ ８５％ ９２％ 
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（３）農林業が市民生活に与えるめぐみに関する施策展開の方向性  

農 と 森 林 が 持 つ 多 様 な 機 能 を 保 全 、 活 用 し 、 市 民 に 憩 い や 潤 い を 与 え る  

「施策展開の方向性３ 農と森林が持つ多様な機能を保全、活用し、市民に

憩いや潤いを与える」では、「施策１ 都市農地の保全と多様な分野での活用

促進」、「施策２ 都市と農村の交流促進」、「施策３ 農地農村環境と森林

環境の整備」の３つの施策を展開し、農と森林が持つ多様な機能を保全、活用

し、市民に憩いや潤いを与える取組を推進します（図５６）。 

また、「施策展開の方向性３ 農と森林が持つ多様な機能を保全、活用し、

市民に憩いや潤いを与える」の成果指標は、以下のとおりです（表１２）。施

策を実行するため、個別具体の事業をアクションプランとして施策の下に位置

付け、事業を実施していきます。 

 

図５６ 施策展開の方向性３の体系図 
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表１２ 施策展開の方向性３ 成果指標 

項目 
現状 

（令和３年度） 

目標値 

（令和９年度） 

「農育」の実施回数 ５８回／年 ７６回／年 

いずみグリーンビレッジ３拠点施設

の来園者数 
２３．８万人／年 ２５．０万人／年 

【再掲】地産地消を意識する市民の割

合 
５９％ ６７％ 

【再掲】耕作放棄地対策関連事業の

活用による耕作放棄地の解消面積 
― １５ｈａ 

有害鳥獣による農作物被害額 
１２，４０８ 

千円／年 

８，６８６ 

千円／年 

新たに設置する森林の保全管理を行

う組織数 
― ２組織 
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施策１ 都市農地の保全と多様な分野での活用促進  

本市の農業は市民に身近な場所で行われており、農業が本来有する農業生産

という役割を担うだけでなく、教育分野や福祉分野等での様々な活用が期待で

きることから、農業を多様な分野に活用していきます。また、良好な景観形成

やヒートアイランド現象の緩和などの多様な環境形成機能を有していることか

ら、公園や水辺といった身近な緑地と同様、都市農地を計画的に保全できるよ

う取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプラン  

№37 消費者や児童生徒への「農育」の実施（農政課、農業経営支援課、教

育委員会事務局学校教育部保健体育課）【拡充・継続】  

小・中学生向けに本格的な農学の講座等を行う「次世代農育講座」や収穫体

験、農政センター等への社会見学を実施するとともに、生産者の出張授業を教

育部門と連携して行うなど、本市農業を身近に感じる体験や学習の機会を通

じ、消費者や児童生徒の本市農業への理解を深めます。 
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新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

拡充 
次世代向け農育講座 

開催数 
１８回／年 ３０回／年 ３５回／年 

継続 
生産者出張授業 

実施回数 
６回／年 ７回／年 ７回／年 

継続 
農政センターの 

見学受け入れ回数 
３２回／年 ３２回／年 ３２回／年 

継続 
親子一日農家体験等

の収穫体験実施回数 
２回／年 ２回／年 ２回／年 

 

№38 農福連携の推進（保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課、農政課、農

地活用推進課）【拡充・継続】  

 障害者等が農業分野で活躍することを通じて、自信や生きがいをもって社会

参画が実現できるよう、意欲ある農業者や障害者福祉サービス事業所等に対し

て、両方のニーズをマッチングする検討を行います。また、農地等に関する情

報提供を併せて行います。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

拡充 
農福連携に係る先進事

例の調査・研究 
― 実施 実施 

継続 
意欲ある農業者や法

人に対する情報提供 
実施 実施 実施 

 

№39 都市農地の保全の推進（都市局都市部都市計画課）【継続】  

都市農地の安定的保全と多様な機能の発揮を図るため、特定生産緑地への指

定を促進するとともに、まだ生産緑地に指定していない市街化区域内農地につ

いて、土地所有者の意向に応じて、生産緑地への新規・追加指定を促進し、農

地の保全に努めます。 
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新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
特定生産緑地の 

指定件数 
１６８件 ３０７件 ３３５件 

 

№40 市民農園の設置の支援・促進（農政課）【継続】  

コロナ禍において密にならないレクリエーションとして市民農園の需要が高

まっていることや民間事業者による市民農園の整備・維持の仕組みが確立され

てきたこと、生産緑地において民間事業者を活用して市民農園を設置する事例

が見られ、市民農園の設置が生産緑地を保全する上で有効であることから市民

農園の設置を支援促進します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 

市街化区域及びその

周辺における市民 

農園の新規設置件数 

― ３件 ５件 
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事例３ 有機ＪＡＳ認証を取得した有機農産物等を生産する農業法人 

（株式会社МоＷＧ） 

 千葉市花見川区畑町で露地栽培・ハウス栽培

を営む「株式会社ＭｏＷＧ
モ ー グ

」は、２０１８年に

農地５５ａで新規就農を開始して以来、事業規

模を拡大し、２０２２年時点で農地４００ａ、

ビニールハウス１３棟を有し、同年には法人化

も果たした新進気鋭の農業法人です。栽培品目

は、小松菜、ホウレンソウ、キャベツ、ネギ、ニンジン等であり、市内の大手スーパ

ーでも販売されるなど、販路も着実に拡大しています。 

同社は、経営理念として「人と地球が共に生きられる未来をつくる」を掲げ、農業

を通じて環境問題・食糧自給率・過疎化など様々な問題に取り組んでいます。自然に

優しい農業という点では、スーパーや飲食店の食物残渣からできた堆肥を使用し、 

２０２２年からは慣行栽培ほ場でも有機肥料の使用率を段階的に引き上げることを目

標に掲げています。就農当初から有機栽培に取り組み、２０１９年にはほ場の一部で

有機ＪＡＳ認証を取得し、化成肥料や科学的に合成された農薬に頼らない農業を模索

しており、有機野菜の栽培では市内でも有数の規模を有しています。 

農場はＪＲ総武線・新検見川駅の北東約２．２ｋｍの市街化調整区域に位置してお

り、ＵＲさつきが丘団地に隣接するなど消費者の多い都市部から至近距離の立地特性

を活かし、新鮮な市内産の野菜を供給しています。また、同社の有機小松菜は学校給

食にも採用されており、２０２２年９月にさつきが丘西小学校で行われた生産者出張

授業では、生産者として、同社で栽培された有機小松菜が学校に届くまでの一連の過

程についての授業を行うことで、子どもたちの「食」と「農」に対する理解・関心を

高めることにつながりました。 

このほか、若い世代に農業に触れてもらい農業人口を増やしたい、遊休農地を活用

したいなどの思いを込め、貸し農園を開設・運営するなど、社会のさまざまな課題

を、農業を通して解決することに向け、果敢に挑戦し続けています。 
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施策２ 都市と農村の交流促進  

都市と農村との交流拠点であるいずみグリーンビレッジの活用により、地域

住民や大学、企業など様々な主体と連携しながら、市内外からの来訪客増加に

よる地域活性化を図ります。また、農を知る・学ぶ機会や農業を体験する機会

を提供するふるさと農園や農政センターのほ場以外のエリアを市民向けに活用

することにより、都市住民の農業への理解醸成の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプラン  

№41 グリーンツーリズムの推進といずみグリーンビレッジ３拠点施設

を活用した地域の活性化（観光プロモーション課・農政課）【拡充・継続】  

自然豊かな若葉区・緑区及びその周辺区域の活性化を図るため、グリーンエ

リア（チバノサト）の自然的・歴史的・文化的観光資源を地域の魅力として活

用し、滞在型余暇活動の促進を図る千葉市ならではのグリーンツーリズムの推

進に向けたプロモーション活動を行います。 

さらに、都市部と農村部の交流を促進し、地域の農業振興と活性化を図るた

め、いずみグリーンビレッジに立地する富田、下田、中田の３拠点施設を活用

し、花畑や地元農畜産物の直売所、収穫体験等を通じて、市内外からの集客を

図ります。また、大学と連携し、大学生の自由な発想で地域のＰＲや魅力発信

イベントを開催します。 
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新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
グリーンエリアの 

年間来客数 

１５１．７ 

万人／年 

１５６．２ 

万人／年 

１５９．２ 

万人／年 

拡充 
富田さとにわ耕園 

来園者数 

１５．５ 

万人／年 

１５．５ 

万人／年 

１５．５ 

万人／年 

拡充 
下田農業ふれあい館

利用者数 

６．７ 

万人／年 

８．０ 

万人／年 

８．０ 

万人／年 

拡充 
中田やつ耕園市民 

農園契約区画数 
３４０区画 ３５０区画 ３６０区画 

 

№42 【再掲№24】「千葉市つくたべ」の啓発・推進（農政課）【拡充】  

地産地消の意識を醸成し、市内での消費を拡大することで、域内での短距離

輸送の実現や共同配送の確立による流通コストの削減及び燃料使用量や二酸化

炭素排出量削減を通じた環境負荷の低減を図ります。特に、若葉区や緑区とい

った農業が盛んな地域と美浜区などの消費者が多く生活する地域を農畜産物で

結びつけることを意識し、域内での持続的な経済循環を通じて、生産者の売上

向上及び経営の安定化や発展を確保するため、「千葉市つくたべ」ホームペー

ジ、ＳＮＳ、イベント開催等による情報発信を強化し、市内産品の認知拡大を

図ります。 

また、生産者と飲食店、小売店、流通事業者等の事業者間マッチングの促進

により、消費者が多い美浜区など市内での販路拡大や、市内産品の購入機会創

出を支援します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

拡充 
地産地消を意識する

市民の割合 
５９％ ６５％ ６７％ 

拡充 
千葉市つくたべ推進

店登録店数 
４９件 ６０件 ６５件 

拡充 
地産地消イベント 

開催数（年間） 
１０回／年 ２０回／年 ２０回／年 
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№43 農政センターのコミュニケーションエリアとしての活用検討（農業

経営支援課）【新規】  

本市農業に対する市民の理解醸成を深めるため、農政センターのほ場エリア

以外の部分について、市民を呼び込むコミュニケーションエリアとして活用を

検討します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 来場者数 
２，３７４

人／年 

２, ６００ 

人／年 

２，８００

人／年 
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施策３ 農村環境や森林環境の整備・保全  

耕作放棄地対策や有害鳥獣対策を推進し、農地・農村環境の保全を図りま

す。また、森林環境譲与税の活用により、市民との協働による森林の整備・保

全の推進や木材の利活用等の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクションプラン  

№44 【再掲№15】耕作放棄地の発生防止と利用促進（農地活用推進課）

【継続】  

耕作放棄地の発生防止と解消を進めるため、農業委員会やＪＡ等の関係機関

と連携し、補助制度等の周知を図るとともに、農地と担い手とのマッチングを

促進します。また、耕作放棄地の再生を図るため、再生費用を助成します。 

さらに、耕作放棄地活用検証事業により、耕作放棄地を活用した農業法人等

の参入促進策を検討します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
耕作放棄地を再生す

るための事業の実施 

再生面積 

１．３６ｈａ 

再生面積 

３ｈａ／年 

再生面積 

３ｈａ／年 

継続 
耕作放棄地活用検証

事業の実施 
実施 効果検証 実施 
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№45 有害鳥獣対策の推進（農業経営支援課）【新規・継続】  

有害鳥獣による農作物被害を軽減するため、関係機関で組織する千葉市鳥獣

被害防止対策協議会により捕獲や侵入防止等の対策に取り組むとともに、わな

通知システム等のＩｏＴ技術など、捕獲活動に係る負担軽減の取組みを推進し

ます。また、専門家と連携し、地域の実情に応じた効果的な被害防止体制の構

築や研修会の開催等を通じて地域の新たな捕獲活動の担い手の確保に取り組み

ます。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 協議会数 ５団体 ９団体 １１団体 

新規 
捕獲研修会等の 

開催回数 
― ３回／年 ３回／年 

 

№46 農地・農村の景観や水環境の保全（農政課）【継続】  

農地・農村の良好な景観や環境保全活動を行う組織を支援するとともに、新

たな活動組織の掘り起しを行います。また、農村の水環境保全と地域住民の潤

いの場の提供のため、市内の水環境施設（親水施設）の適切な維持管理を行い

ます。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

継続 
集落保全活動の 

維持・支援 
実施 実施 実施 

継続 農村の水環境の保全 実施 実施 実施 

 

№47 地域森林の保全管理を行う組織への支援と木材利用の促進（農業経

営支援課）【新規・継続】  

森林の有する多様な機能を発揮する健全な森林へと育成・保全するため、整

備に要する各種経費に対する支援を行います。また、台風などの自然災害に対

応するため、道路・送電線等への倒木被害防止や放置竹林の駆除など、森林の
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安全対策を推進します。さらに、森林の保全・整備を促進するため、森林ボラ

ンティアの活動を支援するとともに、森林組合等の担い手に対して支援を行い

ます。加えて、森林が持つ多様な機能や役割について市民の理解を深めるた

め、きのこの栽培体験や森林管理技術の講習等の森林体験教室を実施します。

併せて、森林整備の促進を図るため森林環境譲与税を活用し、公共建築物等に

おいて、地域材を中心に国内産材利用を促進します。 

 

新・拡・継 取組・目標 令和３年度末 令和７年度末 令和９年度末 

新規 

新たに設置する交付

金を活用し、森林の

保全・管理を行う 

組織数 

― ２組織 ２組織 

継続 林業体験教室の実施 
１回／年 

( 定員２０名)  

２回／年 

( 定員２０名)  

３回／年 

( 定員２０名)  
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第８章 都市農業の振興について  

※本章は、「都市農業振興基本法」第 10 条の規定により「都市農業の振興に関する計画」に

位置付けます。 

１ 千葉市における都市農業の定義  

都市農業振興基本法第２条では、「都市農業」について「市街地及びその周

辺の地域において行われる農業」と定義されています。 

これまでは、市内のほぼ半分を市街化区域が占めていることから、市内全域

で展開される農業を「都市農業」として一体的に捉え、施策を展開してきまし

た。しかしながら、農業経営体の減少と高齢化が進む中、若い担い手の確保・

育成が喫緊の課題となっており、担い手のすそ野を広げる取組を進めていく必

要があります。そこで、将来的な担い手の候補が多くいると思われる都市部に

おいても約２００ｈａの農地がある（Ｐ. １８ 図１１）という千葉市の特性

を踏まえ、市街化区域内で展開される農業を「都市農業」と位置付け、施策を

展開していきます。 

２ 千葉市における都市農業の現状と課題  

☞ 千葉市の市街化区域内農地（以下、「都市農地」とします。）は、 

 １０年間で約３０％減少しており、都市農業の衰退が深刻な状況です。 

都市農業の持続性を高めるためには、都市農業の担い手を確保・育成する 

ことが必要ですが、今後、人口減少が見込まれる本市においては、既に就 

農を志す者を確保・育成するだけではなく、将来的な担い手の候補を掘り 

起こすという視点も含めた施策の検討が必要です。 

☞ 都市農地で行われる千葉市の都市農業は、スケールメリットを生かした 

大規模な農業経営は困難であるため、小さな農地であっても安定的に収入 

を確保できるように販路の開拓や付加価値を高める工夫を行う必要があり 

ます。 

☞ 都市農地は、農産物の供給という農地の本来的機能だけではなく、都市 

の貴重なオープンスペースとしての役割も果たしています。農業体験・学 

習の場、交流の場、景観形成、環境保全等の多様な機能を有していること 

から、これらが発揮できるように活用を図ることが必要です。 
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３ 千葉市における都市農業の振興の方向性  

（１）将来の担い手のすそ野を広げる取組  

農業者が減少している一方で、市全体では約９８万人もの人々が暮らしてい

るという千葉市の特性を踏まえ、ライフスタイルとして日常に農業を取り入れ

ているような農業への関心が高い者等も都市農業の潜在的な担い手として捉

え、将来の担い手のすそ野を広げる取組を行うことについて検討を進めます。 

（２）販売力の強化  

都市農地は市街化区域内に位置しているため、消費者や食品事業者が身近に

存在する強みを活かし、マーケットインの発想で生産をしていくことやブラン

ド化等を通じた高付加価値化を目指す経営体への支援を行います。 

（３）都市農地の多様な機能の発揮による都市住民への農業の理解醸成  

市民を対象にしたアンケートの結果（第５章）では、千葉市産農畜産物の購

入機会や市民農園等の身近に農作業を体験できる場、教育現場での農業の活用

などが求められていることから、このようなニーズに応えることで、本市の都

市農地が持つ多様な機能を発揮するとともに、市民の生活に憩いや潤いをもた

らし、都市住民の農業への理解を促進します。 

４ 千葉市の都市農業振興施策の位置付け  

３で掲げた方向性に対応する施策は以下の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) (2) (3)
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第９章 計画の推進にあたって  

１ 計画の推進にあたっての考え方  

本計画は、厳しい状況におかれている本市農業の持続性を確保するため、中

長期的な視点の下、１０年先を見据えた基本目標を設定しています。 

基本目標を達成するためには、施策・事業の進捗状況や数値目標の達成状況

の点検・検証を毎年実施するとともに、５年ごとに調査・公表される農林業セ

ンサスの結果を踏まえ、施策の見直し等を行っていく必要があります。 

 

２ 計画の推進体制  

本計画の目標を達成するため、農業委員会の委員、農業団体を代表する者、

農業者等で構成する千葉市農政推進協議会において協議するとともに、点検・

検証します（図５７）。 

 

図５７ 千葉市農業基本計画の進行管理 
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３ 期待される役割  

本市の農林業を発展させるためには、農林業に関係する各主体がそれぞれの

役割を認識し、連携して取り組んでいくことが重要です。各主体に期待される

役割は次のとおりです。 

 

（１）市民  

市民には、市内産農畜産物を購入し、消費する地産地消の推進や、都市と農

村の交流を通じて、農業への理解を深める等、本市農業を支えていく役割が期

待されます。 

 

（２）農業者  

農業者には、自らの農業生産活動を更に発展させ、消費者へ新鮮で安全安心

な農畜産物を安定的に供給するとともに、農と森林が持つ多様な機能を活用

し、都市住民との交流により、農業・農村が持つ重要な役割を市民に伝えてい

く役割が期待されます。 

 

（３）農地所有者  

 農地所有者には、農地の適正な管理・保全に努め、特に市街化区域内の農地

所有者については、農産物の供給だけではなく、農業体験・学習の場、交流の

場、景観形成、環境保全等の多様な機能の発揮に取り組む役割が期待されま

す。 

 

（４）農業団体  

農業団体には、担い手に対する技術・経営指導、農業者の安定的な農業経営

を支援するとともに、農業者の所得の向上を図るため、農畜産物の加工・販売

など、多様な側面から農業者をサポートする役割が期待されます。 
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（５）森林所有者  

 森林所有者には、森林の適正な管理に努め、森林が有する多様な機能の保

全・発揮に取り組む役割が期待されます。 

 

（６）森林組合・森林ボランティア  

 森林組合・森林ボランティアには、森林所有者等と連携しながら、森林の適

正管理などを担う役割が期待されます。 

 

（７）農業委員・農地利用最適化推進委員  

農業委員・農地利用最適化推進委員には、担い手への農地等の集積・集約

化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化

を積極的に推進する役割が期待されます。 

 

（８）市  

 市は、市民の農業に対する理解醸成を促進するとともに、農業者の経営発展

の支援はもとより、関係機関や農業団体との連携を強化し、農業の振興施策を

展開することで、本市農業の持続性の確保し、さらなる発展に努めます。 
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第１０章 むすび  

～千葉市農業の持続性を確保し、１００年先の未来に農業と食をつなぐために～ 

 

千葉市の農業は、担い手となる農業経営者の減少と高齢化に歯止めがかから

ない状況であり、このまま施策を講じなければ衰退の一途を辿ってしまいま

す。 

農業には、食料を供給するという重要な役割があるほか、農業そのものが自

然環境を維持する機能を担っており、持続可能性の重要性が増す中で、農業を

守るだけではなく、強化し、成長させていく必要があります。 

本市農業を次世代へと継承し、発展させるため、本計画におけるアクション

プランを着実に実施し、喫緊の課題に対応するとともに、機動的かつ柔軟な発

想の下、千葉市農業の持続性を確保し、１００年先の未来に農業と食をつなぐ

ための取組を推進していきます。 
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参考資料  

用語の説明  

（１）五十音順 

【あ行】 

用語 意味 ページ 

インキュベーシ

ョンファーム 

「起業及び事業の創出をサポートするサービス・活動」

を意味する“incubation" と「農園、農場」を意味する

“farm”を組み合わせた造語。本市では農政センター内

の栽培施設を活用し、新規就農に向けて、生産技術や農

業経営を学び、模擬的に経営を実践するとともに、技術

や経営を軸とした講義による専門知識や農業現場での技

術指導により営農実践に役立つノウハウを習得出来る。 

59 

 

【か行】 

用語 意味 ページ 

カーボンニュー

トラル 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量と森林

などによる吸収量との差し引きが全体としてゼロになる

こと。なお、本市では令和２年（２０２０年）１１月２

０日に「千葉市気候危機行動宣言」を公表し、２０５０

年の二酸化炭素排出量実質ゼロを目指している。 

2,6,7  

観光農園 

農業を営む者が、観光客等を対象に、自ら生産した農産

物の収穫等の一部の農作業を体験させ又はほ場を鑑賞さ

せて、料金を得ている事業。 

15,75 

基幹的農業従事

者 

１５歳以上の世帯員のうち、ふだん仕事として主に自営

農業に従事している者。 
1,24 

グリーンツーリ

ズム 

農山漁村地域において、自然・文化・人々との交流を楽

しむ滞在型の余暇活動。 
97,104 

経営耕地面積 
農家が経営する耕地（田・畑・樹園地の計）の面積。耕

作放棄地や貸付耕地は含まれない。 

11,12,21,22,

23,25, 50 

景観形成作物 

主に遊休農地の発生防止を目的として栽培される作物。

本市ではハナナ、ヒマワリ、コスモス等の栽培に取り組

む農業者への種子の配布を行っている。 

68, 70 
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耕作放棄地 

農林業センサスにおいて、「以前耕作していた土地で、

過去１年以上作物を栽培せず、数年の間に再び栽培する

考えのない土地」とされ、農家等の意思に基づき調査把

握したもの。（２０２０年調査から廃止）（統計上の用

語） 

17,18,31,34,

37,58,6 8,6 9,

70,9 2, 100 

耕種農家 

田畑を耕し、作物を栽培する農家。具体的には米麦類、

豆類、野菜、果実、花き、工芸農作物などを栽培する農

家。 

86 

耕畜連携 
耕種農家と畜産農家が飼料生産やたい肥利用などで連携

をすること。 
72,7 8,8 6 

荒廃農地 

「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」において、

「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃

し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能とな

っている農地」とされ、現地調査により把握したもの。

（調査上の用語） 

18 

雇用就農 農業者や農業法人等に雇用され農業を始めること。 67,8 4 

 

【さ行】 

用語 意味 ページ 

再生可能エネ

ルギー 

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、その

他の自然界に存する熱、バイオマスなど、エネルギー源

として永続的に利用することができるもの。 

77,7 9 

市街化区域 

都市計画法に規定された都市計画区域のうち、すでに市

街地を形成している区域及び概ね１０年以内に優先的か

つ計画的に市街化を図るべき区域。 

3,7,8,17,18,

94,9 5,103,  

104,106 

市民農園 
市民が小面積に区画された農地を利用し、レクリエーシ

ョンとして自家用野菜等を栽培して楽しむ農園 

40,41,9 5, 98,

104 

食育 
食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生

活を実践することが出来る人を育てること。 
75 

スマート農業 
ロボット技術やデジタル技術を活用し、農産物の栽培過

程や収穫作業の省力化、品質管理を行う農業。 

1,6,23,25,28

,30,36,46,5 4

,7 1,7 2,7 3,7 4

,7 5,8 4 
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用語 意味 ページ 

生産緑地 

市街化区域において、生産緑地法に基づき、良好な生活環

境の確保等に効果があると認められる農地等を計画的に保

全する地区。 

8,10,11,12,  

17,94,9 5 

青年農業者 ４０代以下の農業経営者。 49,54, 58 

総農家数 

販売農家と自給的農家（※）を併せた数。 

（※）経営耕地面積が３０ａ未満かつ農産物販売金額が 

年間５０万円未満の農家。 

11 

 

【た行】 

用語 意味 ページ 

畜産農家 
牛・豚・鶏・馬・いのしし・めん羊・鴨など、動物の中

でも家畜・家禽を飼育、肥育、ふ卵する業種の総称。 
83,8 5,8 6 

地産地消 地元で生産されたものを地元で消費すること。 

38,39,7 2,7 9,

80,8 2,9 2,9 8,

106 

特定生産緑地 

生産緑地の土地所有者等の同意をもって指定すること

で、買取り申出ができる時期を１０年延長し、生産緑地

と同様の税制特例措置を引き続き受けることができる地

区。 

※生産緑地の指定の告示の日から３０年を経過し、特定

生産緑地に指定されていない生産緑地は、いつでも買取

り申出ができるが、現在適用されている固定資産税等の

農地評価や相続税等の納税猶予等の税制特例措置を受け

ることができなくなる。 

94,9 5 

都市農業振興基

本計画 

都市農業振興基本法第９条に基づき、都市農業の振興に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために政府

が定める基本計画。 

7,8 

土地改良 

農業生産性の向上を目的として、灌漑排水や農地の区画

整理、客土などによる既耕地の改良、開拓など、土地と

水にかかわる生産条件を整備すること。 

10,17,8 7,8 8,

90 
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【な行】 

用語 意味 ページ 

認定農業者 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に示された

農業経営の目標に向けて、農業者自ら作成した「農業経

営改善計画（５年後の経営目標）」を市町村が認定した

農業者。 

23,58,6 2,6 3,

69,8 1,8 4 

認定新規就農

者 

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に示された

青年等の目標とすべき農業経営の指標の達成に向けて、

新たに農業を始める青年等が作成した「青年等就農計

画」を市町村が認定した者。 

23,63,6 9 

農業委員会 

農地法に基づく売買・賃借の許可、農地転用案件への意

見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関す

る事務を執行する行政委員会。 

70, 100,105 

農業経営者 

自ら経営者として農業を行う者。家族経営の場合は世帯

主（代表者）、農業法人の場合は法人の代表者がそれに

あたる。 

49,51,5 2,5 6,

108 

農業経営体 

農産物の生産を行うか、又は委託を受けて農作業を行

い、（１）経営耕地面積が３０ａ以上、（２）農作物の作

付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数

等、一定の外形基準以上の規模（露地野菜１５ａ、施設

野菜３５０㎡、搾乳牛１頭等）、（３）農作業の受託を実

施、のいずれかに該当するもの。 

1,3,4,12,20,

21,22,23,24,

25,50,5 4,7 2,

103 

農業産出額 

品目ごとの生産数量に、品目ごとの農家庭先販売価格

（消費税を含む。）を乗じて求めたもの。市町村別農業

産出額は、都道府県別農業産出額等を基に推計して算出

している。 

○推計方法 

都道府県別農業産出額×｛市町村別作付（栽培）面積

（飼養（出荷）頭羽数）等／都道府県別作付（栽培）面

積（飼養（出荷）頭羽数）等｝ 

13,14 

農業従事者 
１５歳以上の世帯員で年間１日以上自営農業に従事した

者。 

1,4,8,24,25,

49,65 

農業振興地域 
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の

振興を図るべき地域として指定された地域。 
11,12,17 
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用語 意味 ページ 

農業法人 法人形態によって農業を営む法人。 

16,30,33,5 8,

65,6 6,6 7,6 8,

69, 70,7 2,7 9,

84,9 6, 100 

農地銀行 

農地を貸したい・売りたい人の情報を登録し、農業委員

会が仲介を行う事業。農地の効率的な利用を進めること

を目的としている。 

21,68 

農地の集積・

集約 

農地の集積とは、農地を所有し、又は借り入れること等

により、利用する農地面積を拡大すること。 

農地の集約とは、農地の利用権を交換すること等によ

り、農地の分散を解消することで農作業を連続的に支障

なく行うことが出来るようにすること。 

22,62,6 5,6 8,

107 

農地法 

耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を目的に、昭和

２７年（１９５２年）に成立し、施行された法律。食料

の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地につ

いて、耕作者みずからによる農地の所有が果たしてきて

いる重要な役割を踏まえつつ、①農地を農地以外のもの

にすることの規制、②農地を効率的に利用する耕作者に

よる地域との調和に配慮した農地についての権利取得の

促進、③農地の農業上の利用を確保するための措置の実

施、により、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増

大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に

資することを基本的な考え方としている。 

16,65 

農地の流動化 
農地の賃借・売買等を行い、農地を高度利用しようとす

る意欲・能力のある担い手に農地を集めること。 
54,6 9 

農福連携 
障害者や高齢者の農業分野での活躍を通じて、自信や生

きがいを創出し、社会参画を促す取組み。 
40,94 

農用地区域 

農業振興地域内において、将来にわたって農業のために

利用していくべき土地として市町村が設定する区域。農

地以外での土地利用が厳しく制限される。 

12,17 

農林業センサ

ス 

農林水産省が５年毎に実施している農林業施策の企画・

立案・推進のための基礎資料となる統計。 

1,19,20, 21, 

22,23,24,25,

49,50,51, 52,

72,105 
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【は行】 

用語 意味 ページ 

販売農家 
経営耕地面積が３０ａ以上又は農産物販売価格が５０万

円以上の農家。 
11,34,49,5 1 

 

【ま行】 

用語 意味 ページ 

みどりの食料シ

ステム戦略 

令和３年に農林水産省が策定した、持続可能な食料シス

テムの構築に向け、食料・農林水産業の生産力向上と持

続性の両立をイノベーションで実現するための政策方

針。 

2,6,7,46,7 6 

 

【や行】 

用語 意味 ページ 

有機農業 

化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並び

に遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農

業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農

業生産の方法を用いて行われる農業。 

7,28,30,7 6,  

78 

遊休農地 

農地法において、①現に耕作の目的に供されておらず、

かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農

地 ②その農業上の利用の程度がその周辺の地域におけ

る農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められ

る農地（①に掲げる農地を除く）。と定義される。（法律

上の用語） 

96,107 

優良農地 

集団農地である、農業公共投資対象農地であるなど、生

産性の高い「農用地区域内農地」、「甲種農地」、「第１種

農地」に区分される農地。 

10,16,21,6 5 
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【ら行】 

用語 意味 ページ 

緑肥作物 
土壌を肥沃化する目的で栽培され、腐熟させずに土壌に

すき込まれる作物。 
68,7 8 

６次産業化 

農林漁業者等が必要に応じて農林漁業者等以外の者の協

力を得て主体的に行う、１次産業としての農林漁業と、

２次産業としての製造業、３次産業としての小売業等の

事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活

用した新たな付加価値を生み出す取組。 

72,8 2 

 

（２）アルファベット順 

【Ａ】 

用語 意味 ページ 

ＡＩ 

「Artificial Intelligence 」の略称。人工知能のこ

と。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプロ

グラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術と

いった広い概念で理解されている。「画像認識」や「音

声認識」、「自然言語処理」など多岐にわたる分野に応用

されている。 

27,68,6 9,7 3 

 

【Ｂ】 

用語 意味 ページ 

ＢＣＰ 

「Business Continuity Plan 」の略称。災害等のリスク

が発生したときに、重要業務が中断しないための計画。 

また、万一、事業活動が中断した場合でも、目標復旧時

間内に重要な機能を再開させ、業務中段に伴うリスクを

最低限にするために、平時から事業継続について戦略的

に準備しておく計画。 

88 
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【Ｄ】 

用語 意味 ページ 

ＤＸ( デジタル

トランスフォ

ーメーション)  

「Digital Transformation 」の略称。ＡＩやＩｏＴなど

の先端的なデジタル技術の活用を通じて、デジタル化が

進む高度な将来市場においても新たな付加価値を生み出

せるよう従来のビジネスや組織を変革すること。 

36,68,6 9, 70 

 

【Ｉ】 

用語 意味 ページ 

ＩＣＴ 

「Information and Communication Technology 」の略称

で、情報やインターネット（通信）に関連する技術の総

称。情報通信技術。農業分野では、施設内での栽培管

理、農作業の省力化・労力低減、農業技術の継承などの

目的を達成するため、様々な形で利用されている。 

73 

ＩｏＴ 

「Internet of Things」の略称。自動車、家電、センサ

ーなど、様々なモノがインターネットにつながり、情報

のやりとりをすること。それによりデータ化やそれに基

づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出す。 

101 

ＩＴ 

「Information Technology （情報技術）」の略称で、イ

ンターネットなどの通信とコンピューターなどの情報機

器を組み合わせて活用する技術の総称。 

27,36 

 

【Ｓ】 

用語 意味 ページ 

ＳＤＧｓ（持

続可能な開発

目標） 

「Sustainable Development Goals」の略称。２０１５

年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発の

ための２０３０アジェンダ」にて記載された２０３０年

までに持続可能でよりよい世界を目指す持続可能な開発

目標のこと。貧困の根絶、ジェンダー平等、気候変動対

策などの１７のゴールと１６９のターゲットを定めてい

る。 

6,28,7 9, 80 
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